
（平成２２年３月３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 32 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 22 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 36 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 23 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 2872 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの付加保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 54 年１月から同年３月まで 

昭和 52 年に国民年金に任意加入し、付加保険料も一緒に納付してき

たが、申立期間の前後は付加保険料を納めているのに申立期間の３か月

分の付加保険料のみを納めないはずは無く、付加保険料が未納とされて

いることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年 10 月 12 日に国民年金に任意加入し、申立期間の

国民年金保険料と付加保険料はＡ市役所Ｂ出張所で納付したとしていると

ころ、申立人は、オンライン記録上、52 年の任意加入後は 61 年４月に第

３号被保険者となるまで申立期間を除きすべて国民年金保険料及び付加保

険料を納付しており、保険料の納付意識が高かったものと認められる上、

申立期間の前後の付加保険料はすべて納付済みとなっており、申立期間の

３か月のみ付加保険料を未納とするのは不自然である。 

また、申立人の、申立期間前の昭和 53 年７月から同年９月までの期間

については、Ａ市役所保管の被保険者名簿により、オンライン記録が付

加保険料納付済期間として平成 20 年 10 月 22 日に訂正されており、行政

側の記録管理に瑕疵
か し

が認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2874 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和49年４月から同年６月までの付加保険料を含む国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49 年４月から同年６月まで     

    申立期間の国民年金保険料ついては、Ａ市在住時にＢ市役所の職員か

委託の人かは分からないが３か月ごとに国民年金の集金に来ていた人に

納付した。昭和 49 年４月から同年６月までの分が集金されたマークの

上に棒線２本が引かれて未納になっていることが納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ｂ市役所の職員か委託の人かは分からない

が３か月ごとに国民年金の集金に来ていた人に納付していたとしている

ところ、当時、Ａ市では推進員による保険料の徴収が行われていたこと

が確認できることから、申立人の主張に不自然さは見当たらない。 

また、申立人は、昭和45年５月に国民年金に任意加入した以降、申立

期間を除き保険料をすべて納付している上、49年４月に付加保険に加入

し申立期間直後の49年７月から61年３月までの期間は付加保険料を含む

保険料をすべて納付していることから、申立人の納付意識は高かったも

のと認められ、３か月と短期間の保険料を未納とするのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付

加保険料を含む国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2876 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年２月から同年５月までの期間及

び 49 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ：  昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年３月から 39 年５月まで 

             ② 昭和 49 年１月から同年３月まで 

    申立期間①については、昭和 38 年３月からＡ市役所Ｂ課でアルバイ

トとして勤務し、同時期にＡ市役所にて国民年金に任意加入した。Ａ市

役所には 39 年３月まで勤めていたが、その間はずっと母に自分の保険

料を預けて、家族の保険料と一緒に自治会の納税組合を通じて納めても

らっていた。 

申立期間②については、昭和 45 年３月にＣ社会保険事務所（当時）

を退職した後、将来の年金受給を考えて 45 年５月にＡ市役所にて国民

年金に任意加入し、間を空けることなく自治会の納税組合を通じて保険

料を納めてきた。 

申立期間①が未加入及び申立期間②が未納とされていることに納得で

きない。                                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 38 年３月に国民年金に任意加入

し、国民年金保険料をその母に預けて、家族の保険料と一緒に自治会の納

税組合を通じて納付してもらっていたとしているところ、オンライン記録

に申立人が現在所持する国民年金手帳記号番号（＊）とは別の国民年金手

帳記号番号（＊）で、39 年２月から同年５月までの国民年金加入記録が

あり、申立期間当時同居していたその父及び母の申立期間①の国民年金保

険料はすべて納付されている上、Ｄ市では、昭和 38 年度から平成 13 年度



                      

  

までにかけて、Ｅ組合による集金制度があったことが確認できるため、そ

の主張に不自然さはみられないことから、申立期間①のうち、39 年２月

から同年５月までの期間の保険料は納付されたものと推認できる。 

一方、申立期間①のうち、昭和 38 年３月から 39 年１月までの期間につ

いては、申立人の年齢は 19 歳であり、国民年金に加入できない期間であ

ることから、当該期間の保険料を納付していたとするのは考え難く、当該

期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も

無い上、ほかに当該保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 45 年５月に国民年金に任意加入

し、間を空けることなく自治会の納税組合を通じて国民年金保険料を納付

したとしているところ、45 年５月に国民年金に任意加入して以降、申立

期間②を除き、その前後の期間を含め保険料をすべて納付しており、３か

月と短期間の申立期間②の保険料が未納となっているのは不自然である。 

また、申立期間②当時、申立人の夫はＦ組合に勤務し、安定した収入が

あったことから、申立期間②の保険料を未納とする経済的事情は見当たら

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年２月から同年５月までの期間及び 49 年１月から同年３月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2879 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までのうち未納となっている８か

月の期間及び 39 年 12 月から 40 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 37 年３月までのうち８か

月間 

             ② 昭和 39 年 12 月から 40 年３月まで 

    申立期間①については、Ａ地に住んでいた時、母が国民年金に加入し、

Ｃ区の集金人に納付したので、未納となっていることに納得できない。 

申立期間②については、昭和 39 年に会社を退職してから私がＡ地区

にあるＢ区の出張所へ行き、国民年金の手続及び保険料の納付をして

いるはずであり、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、Ａ地に住んでいた時、その母が国

民年金に加入し、Ｂ区の集金人に保険料を納付したとしているところ、

申立期間①当時同居し、申立人の保険料をあわせて納付したとするその

母は、同期間について納付済みであり、申立人のみ保険料が未納となっ

ているのは不自然である。 

また、昭和 36 年４月からＢ区の職員が出張検認をしていたほか、Ａ

地区にはＣと呼ばれる自治会組織があり、申立期間①当時に国民年金の

集金業務を行っていたことが確認できたことから、Ｂ区の集金人に納付

したとする申立内容に不自然さはみられない。 

  さらに、申立期間①は８か月と短期間であり、申立期間①の保険料を

納付したとする申立人の母は、昭和 36 年４月に国民年金に任意加入し、

以降保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意識は高かっ



                      

  

たものと認められる。 

 

２ 申立期間②については、申立人が昭和 39 年に会社を退職してからＡ

地区にあるＢ区の出張所へ行き、国民年金の手続及び保険料の納付をし

たとしているところ、39 年当時には確かにＡ地区にＢ区の「Ｄ出張

所」が存在し、国民年金の加入及び保険料納付が可能であったことが確

認でき、申立内容に不自然さはみられない。 

また、申立期間②は４か月と短期間であり、申立期間②後は保険料を

すべて納付している上、厚生年金保険に加入していた会社を退職した直

後において、１か月当たり 100 円であった申立期間②の保険料を未納と

する経済的事情は見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 36 年４

月から 37 年３月までのうち未納となっている８か月の期間及び 39 年

12 月から 40 年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2880 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月から同年６月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ： 

                  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 60 年６月から 61 年３月まで 

申立期間①については、妻が昭和 35 年ころ、国民年金への加入手続

を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた。申立期間②につ

いては、第４種被保険者資格喪失後、妻が国民年金へ再加入手続を行い、

夫婦二人分の保険料を納付していた。両期間とも未納とされていること

に納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、その妻が昭和 35 年ころ、国民年金

への加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたとし

ているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は 35 年 10 月１日に夫婦

連番で払い出されており、その妻は申立期間①の保険料が納付済みにな

っていることから、申立人のみ保険料が未納となっているのは不自然で

ある。 

また、申立期間①は３か月と短期間であり、申立期間①前後は納付済

みである上、申立期間①の保険料を納付したとするその妻はすべて保険

料を納付していることから、保険料の納付意識は高かったものと認めら

れる。 

 

２ 申立期間②について、申立人が第４種被保険者資格喪失後、その妻が、



                      

  

国民年金へ再加入手続を行い、夫婦二人分の保険料を納付していたとし

ているが、オンライン記録では、申立期間②は無資格期間であり、申立

人が保持している国民年金手帳の「国民年金の記録（１）」には、国民

年金へ再加入手続をしたとする形跡が見られない上、申立人は既に他界

しており保険料の納付に関する証言が得られないことから、申立人の国

民年金への再加入手続及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立期間②の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 44 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成２年 10 月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 63 年９月から平成２年６月まで 

② 平成２年 10 月 

③ 平成 13 年３月から同年７月まで 

８歳の時に両親と一緒にＡ国に移住した。昭和 63 年９月に帰国し、

Ｂ市役所で国民健康保険の加入手続を行った際に勧められて国民年金

にも加入した。保険料は納付書に現金を添えてＣ社会保険事務所（当

時）か信用金庫で納付していたので、申立期間が未納とされているこ

とに納得できない。       

   

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、その前後の国民年金保険料を過年度

納付していることが確認できることから、その時点で納付が可能な申立

期間②が未納であるのは不自然である。 

また、申立期間②は１か月と短期間である。  

 

２ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 63 年９月にＡ国から帰

国し、Ｂ市役所で国民健康保険の加入手続時に勧められて国民年金にも

加入し、保険料は納付書に現金を添えて納付していたと申し立てている

が、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年７月ころに払い出され

ており、払出時点からすると申立期間①の大部分は時効により納付する

ことはできず、別の手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当たらな

い。 

 



                      

  

３ 申立期間③について、申立人は、国民年金保険料は結婚後夫婦別々に

納付したとしているが、申立期間③は夫婦共に未納となっている。 

また、申立期間③の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納付をうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、平成２年 10 月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2883 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年１月から 40 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年１月から 40 年２月まで        

    就職するまでは親の勧めもあり、将来のためにと思い、国民年金保険

料が毎月 100 円であったころにＡ市役所（現在は、Ｂ市役所）で私か母

が国民年金の加入手続をし、母が申立期間の保険料のほとんどを同市役

所において納付してくれた。昭和 40 年３月初めころに就職が決まり、

私が同市役所へ国民年金手帳を持参して、国民年金被保険者資格の喪失

手続をした際に持参した手帳かどうかの記憶が曖昧
あいまい

だが、手帳の数ペー

ジを切り取られた記憶がある。その際にさかのぼって保険料を納付した

記憶もある。その後数ページを切り取られた手帳が返送されてきた。そ

の切り取られた数ページ分の手帳記録が未納とされているとしか考えら

れず、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料が毎月 100 円であったころにＡ市役所で申立

人か申立人かその母が申立人の国民年金の加入手続をしたとしているとこ

ろ、申立期間当時の保険料額（１か月 100 円）と一致している。 

また、申立人は、国民年金被保険者資格の喪失手続をした際に、さかの

ぼって国民年金保険料を納付した記憶もあるとしているところ、Ａ市役所

の国民年金窓口では、過年度の納付書を発行していたことが確認でき、申

立人の国民年金手帳記号番号は昭和 40 年３月に払い出されていることか

ら、申立期間は過年度納付することが可能であり、申立人の申述には信

憑
ぴょう

性が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2884 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年１月から同年３月まで 

申立期間のころの国民年金については、父親が私と兄の二人分の保険

料を納付してくれたはずであり、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、その父親が申立人及びその兄の国民年金保険料を納付してく

れたはずであるとしているところ、申立人及びその兄の国民年金手帳記号

番号は連番で払い出されており、その兄の納付記録は納付済みとなってい

る。 

また、申立人の申立期間のころの納付記録は、厚生年金保険の資格の得

喪を繰り返しているが、その都度国民年金の手続を適正に行い、保険料を

納付しているのが確認できる。 

さらに、申立期間は３か月と短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2888 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年１月から同年３月まで 

    昭和 53 年２月に国民年金に加入し、付加保険料を含めて国民年金保

険料を未納無く納めてきたはずだ。58 年４月にＡ市からＢ市へ引っ越

し、申立期間の保険料はどちらで納付したか定かではないが、Ａ市では

近所の出張所か銀行で、Ｂ市では銀行か口座振替で保険料を納付してい

ると思う。申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間以外に未納が無く、国民年金の任意加入期間につい

て申立期間を除いてすべて付加保険料を納付しており、申立人の納付意

識は高かったと考えられる。 

また、申立人は、申立期間の前後の期間の国民年金保険料について、

付加保険料を含めて納付していることが特殊台帳により確認でき、納付

意識の高い申立人が３か月と短期間である申立期間の保険料を納付しな

かったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料について付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2889 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49 年 10 月から 50 年３月まで 

    20 歳になったころ、父親がＡ市役所で国民年金の加入手続をしてく

れた。手帳には昭和 48 年３月まで納付の印が押されてあり、その後は

納付組合の支会長に納付書を渡し、農協の口座から納付手続をしていた

と記憶している。申立期間のみ未納となっていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になったころその父が市役所で国民年金加入手続を行

ってくれ、保険料は自分で納付していたとしているところ、国民年金手

帳記号番号払出簿により、申立人の手帳記号番号は、昭和 44 年７月ころ

に払い出されていることが確認できること、及び支会長に納付書を渡し

ていたとする納付方法は当時行われていた方法と符合していることから、

申立人の申述に不自然さは無い。 

また、申立期間前後は納付済みであり、当時の同居家族のうち国民年

金に加入していた申立人の母の保険料は納付済みとなっていることから、

６か月と短期間である申立期間の保険料は納付されていたと考えるのが

自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2662 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式

会社）における厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を平成元年

10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24 万円とすることが必要

である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 38 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成元年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

Ａ株式会社を平成元年９月 30 日に退職したが、厚生年金保険被保険

者資格の喪失日も同日となっている。 

事業主から申立期間の厚生年金保険料を控除されていたことが確認

できる退職金等明細書を提出するので、資格喪失日の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した退職金等明細書及び退職証明書、Ｂ株式会社が保管し

ている人事発令簿、Ｃ組合の回答並びに雇用保険の被保険者記録により、

申立人が申立期間にＡ株式会社において勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る退職金等明細

書の９月分厚生年金保険料控除額から、24 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は資料が無く不明としているが、事業主が資格喪失日を

平成元年 10 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを同年９月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人



                      

  

に係る同年９月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2664 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間①における厚生年金保険の標準報酬月額の記録につい

ては、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申

立人の標準報酬月額を平成６年 12 月から７年 11 月までは 28 万円に訂正

することが必要である。 

また、申立人の申立期間②における被保険者資格の喪失日は平成８年１

月 12 日であると認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格

喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額は 28 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 
    基礎年金番号 ： 
    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 
    住    所 ： 
 

２ 申立内容の要旨 
    申 立 期 間 ： ① 平成６年 12 月１日から７年 12 月 21 日まで 

             ② 平成７年 12 月 21 日から８年３月 13 日まで 
   株式会社Ａに平成６年 12 月１日から８年３月 12 日まで勤務してい

た。厚生年金保険被保険者記録では、申立期間①について標準報酬月

額が実際の給与と違っている。また、申立期間②については、勤務し

ていた８年３月まで厚生年金保険料を給与から控除されていたと思う

ので、調査の上、被保険者期間を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、オンライン記録の被保険者資格記録照会回答

票（訂正・取消済資格記録）では、申立人の株式会社Ａにおける厚生年

金保険の標準報酬月額は、当初、28 万円と記録されていたが、同社が

厚生年金保険の適用事業所ではなくなった平成７年 12 月 21 日より後の

８年１月 16 日に、申立人を含む 15 人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して減額訂

正されており、申立人の場合、６年 12 月１日から７年 12 月 21 日まで

の期間の標準報酬月額が９万 2,000 円に減額訂正されていることが確認

できる。 



                      

  

    また、申立人が提出した平成７年７月、同年 10 月及び同年 12 月の給

与明細書には厚生年金保険料として２万 3,100 円が控除されていること

が確認でき、この金額は標準報酬月額 28 万円に対応した保険料と一致

する。 

    これらの事実から判断すると、社会保険事務所（当時）において、当

該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準

報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 28 万円とするこ

とが必要と認められる。 

   

２ 申立期間②については、オンライン記録によると、株式会社Ａが厚生

年金保険の適用事業所であった期間は、申立人の被保険者期間と同じ平

成７年 12 月 21 日までであり、申立期間②は厚生年金保険の適用事業所

ではなかったことが確認できるが、同社は、申立期間②において法人格

を有していたことから、申立期間②当時の厚生年金保険法に定める適用

事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

    また、オンライン記録では、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失

日は同日以降の平成８年１月 16 日付けで、上記１の標準報酬月額の

遡及
そきゅう

減額訂正処理日と同日に処理されていることが確認できる。 

    さらに、雇用保険の被保険者記録は、離職日が平成８年１月 11 日と

なっていることから、申立人が同日まで同社に勤務していたことが確認

できる。 

    これらを総合的に判断すると、当該処理を遡及
そきゅう

して行う合理的理由は

無く、申立人の被保険者資格の喪失日に係る有効な記録処理があったと

は認められないことから、申立人の当該事業所における被保険者資格の

喪失日に係る記録を平成８年１月 12 日とすることが必要であると認め

られる。 

また、当該期間の申立人の標準報酬月額については、上記１による訂

正後の株式会社Ａにおける平成７年 11 月のオンライン記録から、28 万

円とすることが妥当である。 

 

３ 一方、申立期間②のうち平成８年１月 12 日から同年３月 13 日の期間

については、申立人の勤務実態は確認できず、かつ、厚生年金保険料の

控除を確認できる給与明細書等の資料も無いことから、厚生年金保険被

保険者であったと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2665 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（昭和 60 年３月、

株式会社Ｂに社名変更）における資格喪失日（59 年 12 月 29 日）及び株

式会社Ｂにおける資格取得日（60 年８月１日）の記録を取り消し、申立

期間の標準報酬月額を 59 年 12 月は 20 万円、60 年１月は 16 万円、同年

２月から同年５月までの期間は 20 万円、同年６月は 17 万円及び同年７月

は 20 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 
    基礎年金番号 ： 
    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 
    住    所 ： 
 

２ 申立内容の要旨 
    申 立 期 間 ： 昭和 59 年 12 月 29 日から 60 年８月１日まで 
    株式会社Ａに昭和 58 年１月 22 日から 61 年 10 月 31 日まで継続して

勤務していた。 

しかし、厚生年金保険被保険者記録では、昭和 59 年 12 月から 60 年

７月までの厚生年金保険の被保険者記録が抜けている。 

申立期間の給与明細書を提出するので、厚生年金保険被保険者記録を

訂正してほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａに係る事業所の事業所別被保険者名簿によると、申立人は、

同社において昭和 58 年９月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得した

後、59 年 12 月 29 日に被保険者資格を喪失しており、その後、60 年８月

１日に株式会社Ｂで再度資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が

無い。 

   しかしながら、雇用保険の被保険者記録では、申立人が株式会社Ｂで昭

和 58 年１月 22 日に被保険者資格を取得し、61 年 10 月 31 日に喪失した

ことが確認でき、途中で離職した形跡は無い。 



                      

  

   また、申立人から提出された給与明細書により、申立人が申立期間にお

いても厚生年金保険料を給与から控除されていたことが確認できる。 

   さらに、株式会社Ｂの申立期間当時の役員は、「申立人に厚生年金保険

に未加入の期間があったことは覚えている。また、私自身の記録にも未加

入期間がある。しかし、会社の経営については事業主が独断で行っており、

私には分からない。従業員の給与についても事業主が取り扱っていた」旨

の回答をしている。 

   なお、事業主からは、「会社も倒産し、自身も破産宣告を受けており、

かつ、当時の資料も無く何も覚えていない」旨の回答があった。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細

書の控除保険料又は報酬月額（給与総額）から昭和 59 年 12 月は 20 万円、

60 年１月は 16 万円、同年２月から同年５月までの期間は 20 万円、同年

６月は 17 万円、同年７月は 20 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録することは考え

難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取

得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

59 年 12 月から 60 年７月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案2673 

 

第１  委員会の結論  

    申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ： 

生 年 月 日  ： 昭和19年生 

住    所  ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和38年６月１日から44年４月20日まで 

昭和44年４月20日、結婚のためＡ株式会社Ｂ支店をいったん退職した

が、同年６月ころには同社Ｃ支店に再就職した。 

社会保険庁（当時）の記録では、昭和44年11月に脱退手当金を受け取

ったことになっているが、Ｃ支店勤務中に受け取るはずは無い。第三者

委員会で調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  脱退手当金を支給した場合、当時の事務処理において厚生年金保険被保

険者証に脱退手当金を支給した旨の表示をすることとされていたが、申立

人の所持する申立期間に係る厚生年金保険被保険者証には、脱退手当金を

支給したことを示す表示が無い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者原票及び厚生年金保険被保険者台

帳記号番号払出簿の氏名は旧姓のままであり、氏名変更がなされていない

ことから、申立期間の脱退手当金は、旧姓で請求されたものと考えられる

が、申立人は、昭和44年４月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立

人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

さらに、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書により、申立人

は、昭和44年６月２日に再就職し、46年６月30日に離職していることが確

認できるところ、申立人の脱退手当金は在職中の44年11月21日に支給決定

されていることから、申立人が脱退手当金を受給する意思を有していたと



                      

  

は認め難い。 

加えて、脱退手当金を請求する場合、過去のすべての被保険者期間をそ

の計算の基礎とすべきところ、申立期間より前に勤務した事業所について

はその計算の基礎とされておらず未請求となっている。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2674（事案 1050 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、株式会社Ａにおける申立人の被保

険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 36 年４月１日）及

び資格取得日（39 年１月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を

１万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 10 年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月１日から 39 年１月１日まで 

  昭和 26 年に株式会社Ａに入社し、42 年９月に退職するまで同社を

辞めたことは一度も無い。また、社会保険事務所（当時）で、ほかの

同僚についても同時期欠落期間があると言われた。 

前回、記録の訂正は認められないとの第三者委員会の結論が出たが、

新たに当時の雇用契約書が見つかったので再度申立てをする。再度調

査の上、厚生年金保険被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、株式会社Ａの当時の事業主（以下

「事業主」という。）及び同僚の供述により、申立人が申立期間におい

て、当該事業所に勤務していたことは認められるものの、ⅰ）社会保険

事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に不

自然さが見られないこと、ⅱ）申立人と同時期に被保険者資格を喪失し

た申立人を含む３人について事業主が実態に即した届出を行ったと考え

られること、ⅲ）厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無かったことか

ら、平成 21 年６月 16 日付けの年金記録の訂正は必要無いとする通知が

行われている。 



                      

  

しかしながら、今回再申立てに当たり新たな資料として提出された昭

和 33 年 12 月 14 日に締結された雇用契約書により、申立期間も引き続

き契約期間内であったことが確認できる上、前回とは別の同僚一人に

照会したところ、「申立人は、申立期間において当該事業所に継続し

て勤務しており、申立期間の業務内容及び勤務形態に変更は無かっ

た。」と供述していることから判断すると、申立人は、申立期間につ

いて、株式会社Ａにおいて申立期間の前後と雇用形態等に何ら変化無

く継続して勤務していたものと認められる。 

また、申立人と同様に申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い

同僚からは、「記録の無い間に健康保険証を返還した記憶は無い。申

立人は、工場長であり、私たちの勤務形態に変更は無かった。」との

供述が得られたほか、申立期間当時、副工場長であったとする同僚は、

「申立人が工場長であり、私がその下で副工場長をしていた。私は厚

生年金保険料を控除されていたので勤務期間中の厚生年金保険の加入

記録がある。同じ社員として毎日 12 時間くらい働いており、副工場長

の私が保険料を控除されているのに、工場長である申立人が控除され

ていないはずは無い。」との供述が得られた。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

り、申立期間に厚生年金保険に加入していたものが 32 人確認できたと

ころ、31 人については、いずれも申立期間において厚生年金保険の被

保険者記録が継続していることが確認できる上、申立人が申立期間当

時住んでいたＢ区を管轄するＣ社会保険事務所（当時）から、当該期

間において申立人に係る国民年金手帳記号番号は払い出されていない

との回答が得られた。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と勤務年数及び

年齢の近い同僚における申立期間当時の記録から、１万 2,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主の申立期間に係る保険料を納付する義務の履行につい

ては、確認できる関連資料は無いが、喪失届や取得届が提出されてい

ないにもかかわらず社会保険事務所がこれを記録することは考え難い

ことから、事業主は社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取

得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 36 年４月から 38 年 12 月までの保険料の納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、



                      

  

事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を平成 11 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

47 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： 平成 11 年８月 31 日から同年９月１日まで 

  株式会社Ａにおける厚生年金保険の資格喪失日が平成 11 年８月 31

日となっているが、私が会社に提出した「退職願」は同日付けなので、

資格喪失日は同年９月１日のはずである。また、厚生年金保険料は８

月分まで合計 12 回控除されている。１日も早く記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した株式会社Ａの給与明細書（平成 10 年 10 月から 11

年９月支給分まで）により 10 年９月から 11 年８月までの厚生年金保

険料が控除されたこと、及び同年８月 31 日付け退職願（控え）により、

月末に退職したことが確認できる。 

   また、Ｂ基金の被保険者記録は資格喪失日が平成 11 年８月 31 日と

されているところ、雇用保険の被保険者記録は同年８月 31 日離職とさ

れている。 

   さらに、元事業主のＣ氏は、申立期間について「保険料控除を行っ

たと思われる。」とし、「退職日が８月 31 日付けの退職願も受け取っ

たと思われる。」と回答したことから、申立人は、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ



                      

  

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａに

おける平成 11 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から 47 万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の納付義務の履行について事業主は、保

険料控除は申立人の給与から行っていたと思われると回答していると

ころ、納付については回答を避けているが、事業主が届け出た資格喪

失届を厚生年金基金及び社会保険事務所が、いずれも記録の処理を誤

るとは考え難いことから、事業主は、平成 11 年８月 31 日を厚生年金

保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2679 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち、平成 15 年４月から 17 年８月までの期間は 28 万円、同年９月から 18

年 10 月までの期間は 26 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 39 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年７月から 18 年 10 月まで 

有限会社Ａに勤務していたときの、事業主が社会保険事務所（当

時）に届け出た標準報酬月額と、給与支払明細書で控除されていた厚

生年金保険の保険料額から算出される標準報酬月額に開きがある。調

べて申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成

19 年法律第 131 号）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人の給与明細書の

控除保険料から判断すると、申立期間のうち、平成 15 年４月から 17 年８

月までの期間は 28 万円、同年９月から 18 年１月までの期間及び同年３月

から同年 10 月までの期間は 26 万円に、同年２月については、その前後の

月の給与明細書の控除保険料により推認されることから、26 万円に訂正

することが必要である。 



                      

  

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会

保険事務所で記録されている標準報酬月額が、今回訂正する期間において

一致していないことから、事業主は給与明細書で確認できる報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該期間の標準報酬月額に

見合う保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、平成 14 年７月１日から 15 年４月１日までの期

間の標準報酬月額については、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか

低い方の額が、社会保険事務所の記録における標準報酬月額を超えないこ

とから、記録を訂正する必要は認められない。 

                                                             



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2680 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、昭和 53 年２月１

日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 52 年６月及び同年７

月は 11 万円に、同年８月から 53 年１月までの期間については 12 万

6,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年６月 25 日から 53 年２月１日まで 

私は、昭和 39 年４月１日から 53 年２月１日まで有限会社Ａに勤務

していたが、申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

厚生年金基金の加入記録が昭和 53 年２月１日まであるので申立期間

について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。                                     

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は、有限会社Ａに係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿により、有限会社Ａが厚生年金保険の適

用事業所ではなくなった昭和 53 年１月 31 日以降の同年３月１日におい

て、52 年８月の随時改定の記録を取り消し、資格喪失日を 52 年６月 25

日としていることが確認できる。 

また、同名簿により、昭和 53 年３月１日において申立人と同様、４人

（事業主を含む）が 52 年８月の随時改定の記録を取り消し、資格喪失日

を同年６月 25 日とされていることが確認できる。 

さらに、Ｂ基金の加入員台帳の加入記録により、申立人は、昭和 53 年

２月１日まで同事業所において同基金の被保険者であったことが確認で

きることから判断すると、申立人は有限会社Ａに同年１月 31 日まで勤務

していたものと認められる。      

一方、事業主及び当時の役員からは供述を得られないため、申立期間



                      

  

当時の状況について確認することができない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、社会保険事務所（当

時）が、昭和 52 年６月 25 日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理

由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないこと

から、申立人の資格喪失日は、同基金の加入記録から 53 年２月１日であ

ると認められる。 

また、同名簿における訂正前の標準報酬月額の記録及び同基金加入員

台帳における標準報酬月額の記録から、申立人の申立期間における標準

報酬月額の記録は、昭和 52 年６月及び同年７月については 11 万円に、

同年８月から 53 年１月までの期間については 12 万 6,000 円とすること

が妥当である。 

  

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2681 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、株式会

社Ｂ）Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 39 年７月９日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生  年  月  日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間  ：  昭和 39 年６月 17 日から同年７月９日まで 

   昭和 36 年３月 22 日に株式会社ＡのＣ支店に入社して以来、継続して

同行に勤務してきた。しかし、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ転勤した時

に厚生年金保険の加入記録が途切れ、39 年６月 17 日から同年７月９日

までの間の厚生年金保険被保険者の記録が欠落しているので、申立期間

について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 事業主及び同僚の供述並びに雇用保険の被保険者記録から判断すると、

申立人は、株式会社Ａに継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立人は、昭和 39 年６月 17 日から同行Ｄ支店に転勤になった

と申し立てているものの、同社同支店の開店日が 39 年７月９日であるこ

と、及び同僚５人は同社の転勤前支店に在籍のまま同社Ｄ支店の開設準

備員として業務を遂行していたと供述しており、このことはオンライン

記録で確認できることから、申立人も申立期間において同社Ｃ支店に在

籍したまま同社Ｄ支店の開設準備業務に従事していたと認められ、申立

人の同社Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を 39 年７月９日に訂正す

ることが妥当である。 



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社ＡのＣ

支店における昭和 39 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万

4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は納付したと供述しているものの、これを証明する資料が無く、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2682 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を

50 万 5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 
    基礎年金番号 ： 
    生 年 月 日 ： 昭和 61 年生 
    住    所 ： 

 
２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 27 日              
    Ａ株式会社に勤務していた平成 18 年７月 27 日に賞与を支給され、厚

生年金保険料が控除されていたが、厚生年金保険の被保険者記録におい

て、この時の賞与の記録が欠如している。当該賞与について、控除され

た保険料に基づき厚生年金保険の被保険者記録として認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出したＡ株式会社における賃金台帳から、申立人は、申立期

間において、平成 18 年７月 27 日に支給された賞与額（50 万 5,238 円）

に基づく厚生年金保険料（３万 6,077 円）を、事業主により当該賞与から

控除されていることが確認できる。 

   しかし、申立人のオンライン記録の被保険者資格記録照会回答票（賞与

記録）において申立期間に係る賞与記録が欠如していることが確認できる

上、同社が提出した当該賞与に係る健康保険厚生年金保険標準賞与額決定

通知書には申立人の記載は無い。 

また、日本年金機構Ｂ事務センターが提出した平成 18 年８月 23 日付け

受付印のある、当該賞与支払届に係る健康保険厚生年金保険磁気媒体届総

括票の届出内容一覧表において申立人の記載は無い。 

さらに、同社は、申立人に係る申立期間の当該賞与に係る厚生年金保険

料を納付していないと供述している。 

以上のことから、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、



                      

  

賃金台帳における厚生年金保険料控除額から 50 万 5,000 円とすることが

必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人から控除した保険料を納付していないことを認めている

上、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していな

いことが確認できることから、その結果、社会保険事務所は、申立人の申

立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2683 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ株式会社Ｂ事業所（現在は、Ｃ株式会社）における被保険

者資格の取得日は昭和 21 年６月 14 日、資格喪失日は同年 12 月 16 日で

あったと認められることから、厚生年金保険被保険者資格の取得日及び

喪失日に係る記録を上記のとおりとすることが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 21 年６月及び同年７

月は 150 円、同年８月から同年 11 月までの期間は 240 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年４月 23 日から同年６月 13 日まで 

             ② 昭和 21 年６月 14 日から同年 12 月 15 日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所（当

時）からもらった。Ａ株式会社Ｂ事業所には、昭和 21 年４月 23 日に入

社して、工場でＤの仕事に携わったので、申立期間について厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間②については、Ａ株式会社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）により、

申立人と生年月日が同じで同姓同名の基礎年金番号に未統合の厚生年

金保険被保険者記録（昭和 21 年６月 14 日に取得、同年 12 月 16 日に

喪失）が確認できる。 

   また、事業主が発行した申立人に係る在籍期間証明により、申立人

がＡ株式会社Ｂ事業所に、昭和 21 年４月 23 日から同年 12 月 15 日ま

で勤務していたことが確認できる。 

   さらに、事業主が提出した入社簿（昭和 21 年４月 23 日入社に係る

名簿の抜粋）には、申立人及び申立人が一緒に入社したと記憶してい



                      

  

る４人の同僚の入社記録があるところ、当該同僚は、21 年６月 14 日に

厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが健康保険厚生年金

保険被保険者名簿により確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立事業所の事業主は、申立人が昭

和 21 年６月 14 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年 12 月

16 日に喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間②の標準報酬月額については、今回統合する健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の記録により、昭和 21 年６月及び同年７

月は 150 円、同年８月から同年 11 月までの期間は 240 円とすることが

妥当である。 

 

 ２ 申立期間①については、事業主は、入退社簿以外に現存する資料は

無いため、届出に関しては不明と回答しているが、事業主が提出した

入社簿において、昭和 21 年４月 23 日に入社した申立人及び申立人が

記憶している前述の４人の同僚が、同年６月 14 日に厚生年金保険の資

格を取得していることが健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確

認できることから、入社と同時には厚生年金保険に加入させていない

事情が推認できる。 

また、昭和 21 年６月 14 日に資格を取得した複数の同僚に照会する

も、資格取得前に保険料控除が行われたことを確認できる供述は無か

った。 

さらに、申立期間①について、申立人が厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収

票等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2684 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（11 万 8,000

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 11 万

8,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ： 

生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 59 年９月１日から 60 年 10 月１日まで 

株式会社ＡのＢ営業所における給与支払明細書によると、本俸が 12

万円でその他の手当は無く、ここから厚生年金保険料が控除されていた

が、標準報酬月額が 11 万円になっている。標準報酬月額を 11 万 8,000

円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、

申立期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険

料控除額から 11 万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

元代表取締役（故人）及び元経理担当役員（故人）の供述が得られない上、

元役員の一人は、「10 年前に会社を整理したので、申立期間当時の資料

は残っていない。社会保険の届出や保険料の控除については、自分はわか



                      

  

らない。」としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2686 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人の株式会社ＡのＢ本社

における資格取得日に係る記録を昭和 23 年２月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を同年２月から同年７月までの期間は 600 円、同年８月

から 24 年４月までの期間は 4,200 円、同年５月から同年 10 月までの期

間は 7,000 円、同年 11 月は 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 23 年２月１日から 24 年 12 月１日まで 

    申立期間の厚生年金保険の加入記録の欠落は、株式会社ＡのＣ支店か

ら同社Ｂ本社への転勤によるものである。申立期間中も同社に勤務して

いたので、この期間について厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

  株式会社ＡのＢ本社提出の人事経歴簿、定年退職者名簿、退職金慰労金

算出表及び同僚の供述から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し

（昭和 23 年に同社Ｃ支店から同社Ｂ本社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、株式会社Ａへの入社が申立

人と同日で、申立人と同一の職種の同僚の厚生年金保険被保険者台帳（旧

台帳）の記録から、昭和 23 年２月から同年７月までの期間は 600 円、同

年８月から 24 年４月までの期間は 4,200 円、同年５月から同年 10 月まで

の期間は 7,000 円、同年 11 月は 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、株式会社ＡのＢ本社では、保険料納付を裏付ける資料は無い

が、申立期間に係る保険料を納付したと主張するが、仮に、事業主から



                      

  

申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、申立期間に

３回の標準報酬月額の随時改定の機会があったこととなるが、いずれの

機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していない。

これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険

事務所へ資格の取得に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る昭和 23 年２月から 24 年 11 月までの期間に係る

厚生年金保険料の納入の告知を行っておらず、事業主はこれらの期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2689 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を昭和 42 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

３万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

    昭和 39 年３月 21 日からＢ株式会社（現在は、株式会社Ｃ）に継続勤

務していたが、申立期間の直前の被保険者記録における事業所は株式会

社Ａとなっており、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。申立

期間について被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｃ（株式会社Ａは同社の関連会社）提出の人事記録、Ｂ株式会

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿、株式会社Ｃの申立人の同社

における勤務時期に関する回答及び雇用保険の被保険者記録から判断する

と、申立人は、申立期間において株式会社Ａに勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることができ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａにおけ

る昭和 42 年８月の同事業所の事業所別被保険者名簿の記録から、３万

6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、元事業主は不明としているが、事業主が申立てに係る資格喪失

日を昭和 42 年 10 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを同年９月 30 日と誤って記録するとは考え難いことから、事



                      

  

業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2690 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたと認められることから、申立人の標準賞与額に係る記録を、申立期

間①については７万 3,000 円、申立期間②については 18 万 2,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 平成 18 年 12 月 20 日 

             ② 平成 19 年８月 31 日 

    株式会社Ａにおける平成 18 年 12 月及び 19 年８月支給分賞与に関す

る厚生年金保険の被保険者記録が無いので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人提出の株式会社Ａにおける申立期間の賞与に係る給料（賞与）支

払明細書、同社からの回答及び賃金台帳（平成 18 年及び 19 年）から、申

立期間に係る厚生年金保険料が事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、当該給料（賞与）支払明細書等から、事業主が控除した保険料額

は当時の賞与額と保険料率に見合った金額ではないことが確認できるため、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準賞与額を決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額又は実際に支給された賞与額の金

額から 1,000 円未満を切り捨てた額である標準賞与額の範囲内でいずれか

低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人に係る申立期間の標準賞与額については、事業主が

控除したと認められる保険料額から、申立期間①に係る標準賞与額につい

ては７万 3,000 円、申立期間②に係る標準賞与額については 18 万 2,000



                      

  

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務

所（当時）に対して行っていないとしており、また、当該賞与に係る厚生

年金保険料についても、納付していないと認めていることから、これを履

行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2692 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の標準賞与額に係る記録を申立

期間①については 30 万円、申立期間②については 42 万 8,000 円、申立期

間③については 45 万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 40 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 16 年７月 31 日   

             ② 平成 16 年 12 月 31 日  

             ③ 平成 17 年 12 月 31 日  

    平成２年 10 月ころからＡ株式会社で働いている。社会保険庁（当

時）の知らせで申立期間を含む標準賞与額の記録が無いことが分かった。

事業主に厚生年金保険の標準賞与額の届出を要求し、申立期間以外の時

効が到来していない期間については事業主が保険料を納付したことによ

り記録が回復している。当時の給料支払明細書（賞与）を提出するので、

申立期間の標準賞与額の記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由         

申立人及び事業主から提出された給料支払明細書（賞与）により、申

立人は、平成 16 年７月 31 日、同年 12 月 31 日及び 17 年 12 月 31 日に、

Ａ株式会社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、事業主が控除したと認めら

れる保険料額から、申立期間①は 30 万円、申立期間②は 42 万 8,000 円、

申立期間③は 45 万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついて、事業主は、全申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞



                      

  

与支払届を提出しておらず、全申立期間に係る厚生年金保険料を納付し

ていなかったことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る全申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2694 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会

社）における資格喪失日に係る記録を昭和 42 年２月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年１月 31 日から同年２月１日まで 

    昭和 42 年２月１日にＡ株式会社からＣ株式会社に異動したが、社会

保険庁（当時）の記録によると、この時の厚生年金保険被保険者資格

の喪失日が同年１月 31 日となっていた。41 年３月 12 日に入社したＡ

株式会社（卸売り）は、当時、Ｃ株式会社（小売り）と分かれていた

が、会社としては同じ企業グループとして人事交流もあり、総務及び

経理は同一であった。給与台帳にあるとおり、42 年１月はＡ株式会社

において、同年２月はＣ株式会社においてそれぞれ厚生年金保険料を

給与から控除されており、資格喪失日は同年２月１日のはずなので、

被保険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社が保管している申立人の社員台帳、給与台帳兼所得税源泉徴

収簿及び申立人の雇用保険の被保険者記録から、申立人がＡ株式会社に申

立期間に継続して勤務し、昭和 42 年２月１日付けでＣ株式会社に異動し

たこと、及び申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが確認できる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与台帳兼所得税源泉徴収

簿において確認できる申立人に係るＡ株式会社における昭和 42 年１月の

厚生年金保険料控除額から１万 8,000 円とすることが妥当である。 



                      

  

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明と

しており、事業主が資格喪失日を昭和 42 年２月１日と届け出たにもかか

わらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年１月 31 日と誤って記録す

ることは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日と届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人に係る同年１月の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2695 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和 24 年６月１日、資格喪失日は

25 年８月 29 日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 24 年６月から同年

10 月までは 6,000 円、同年 11 月から 25 年７月までは 7,000 円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ： 

    生 年 月 日    ： 昭和４年生 

    住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ： 昭和 24 年６月１日から 25 年８月 29 日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被保険者記録を確認したと

ころ、Ａ社へ勤務したが、この期間の被保険者期間が欠落していること

が分かった。継続して勤務していたので、被保険者期間として認めてほ

しい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、事業主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格取

得日を昭和 24 年６月１日、資格喪失日を 25 年８月 29 日と社会保険事務

所に届け出ていることが、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において確認できたことから、申立人の資格取得日及び資格喪失日の

記録を 24 年６月１日及び 25 年８月 29 日とすることが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額は、今回統合する健康保険厚生年金保

険被保険者名簿の記録から、昭和 24 年６月から同年 10 月までは 6,000

円、同年 11 月から 25 年７月までは 7,000 円とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2700 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

の標準報酬月額を、平成４年８月及び同年９月は 36 万円に、同年 10 月

から５年３月までの期間は 38 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年８月１日から５年４月 21 日まで 

    社会保険事務所（当時）からの連絡により、有限会社Ａに勤務した期

間のうち、平成４年８月から５年３月までの標準報酬月額が遡及
そきゅう

訂正

されており、実際の給料と相違していることが判明した。申立期間の

標準報酬月額を訂正前の額に訂正してほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の有限会社Ａにおける厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成４年８月及び同年９月は 36 万円、同年 10

月から５年３月までの期間は 38 万円と記録されていた。 

しかし、オンライン記録では、当該事業所が、代表取締役及びその娘

以外の従業員の厚生年金保険被保険者の資格を喪失させた平成５年４月

21 日（処理日は、５年４月 28 日）の後の同月 28 日付けで、申立人及び

同僚７人の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されており、申立人の

標準報酬月額は、４年８月及び同年９月は 36 万円が、同年 10 月から５

年３月までの期間は 38 万円の記録がそれぞれ取り消された上、15 万円へ

と訂正されていることが確認できる。 

また、申立人の同僚が所持する給与明細書から、減額訂正されている

期間において、減額される以前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

が控除されていたことが確認できる。 

さらに、事業主は、「申立人は、一般従業員のＢであり、処理に関与

しておらず、遡及
そきゅう

訂正の事実も知らされていなかった。」と供述してい



                      

  

ることから、申立人は、当該処理に関与していないものと考えられる。 

なお、Ｃ社会保険事務所（当時）において滞納に係る資料等は保存し

ていないが、事業主は申立期間当時に社会保険料の滞納があったことを

認めている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、遡及
そきゅう

して記

録の訂正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、申立人の申

立期間の標準報酬月額について、有効な記録訂正があったとは認められ

ず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成４年８月及び同年９月は

36 万円に、同年 10 月から５年３月までの期間は 38 万円に訂正すること

が必要であると認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2701 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の株式会社ＡのＢ支社における厚生年金保険の資格取得日は      

昭和 34 年３月１日と認められることから、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格取得日の記録を同日に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 34 年３月１日から同年３月 17 日まで 

ねんきん特別便が届き内容を確認したところ、株式会社ＡのＢ支社

での厚生年金保険の資格取得日が昭和 34 年３月 17 日と記録されてい

た。高校を卒業して新卒で入社したが、間違い無く同月１日から勤務

していた。社会保険庁（当時）が発行した厚生年金保険被保険者証の

資格取得日は同日と印字されており、納得できない。厚生年金保険の

資格取得日を同日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る株式会社ＡのＢ支社におけるオンライン記録及び健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の厚生年金保険の資格取得

日は昭和 34 年３月 17 日と記録されているが、申立人が保管する厚生年金

保険被保険者証の資格取得日は同月１日と記録されている。 

また、事業主は、申立期間当時の厚生年金保険に係る関連資料を保存し

ておらず、申立人の申立期間に係る届出については、不明としているが、

複数の同僚は、期間は特定できないものの、昭和 34 年３月 17 日より前か

ら申立人が勤務していたと供述している。 

さらに、申立人と同じく高校を卒業し、新卒として同事業所に入社した

同期の同僚は９人いるが、そのうち、社会保険庁が発行した厚生年金保険

被保険者証を保管している３人について、オンライン記録及び健康保険厚

生年金保険被保険者名簿における被保険者資格の取得日は、昭和 34 年３

月７日が一人、同月 11 日が一人、残る一人は、同月 17 日と記録されてい

るが、厚生年金保険被保険者証の資格取得日は、３人共に同月１日と記録



                      

  

されていることが確認できる上、事業主は新卒採用者の厚生年金保険の資

格取得日は、同一日であるのが通例であると供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人の当該事業所における厚生年金保険の被保険者資格取得

日は、昭和 34 年３月１日であると認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2702 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ株式会社における資格喪失日は、昭和 36 年２月 25 日である

と認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35 年２月から同年７

月までの期間は 6,000 円、同年８月から 36 年１月までの期間は 8,000 円

とすることが妥当である。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住     所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間 ： 昭和 35年２月 25日から 36年２月 25日まで 

昭和 34 年にＢに出て、募集があったので仕事に就いた。Ａ株式会社

では入社してもすぐに辞める人が多いので、同年９月に入社したが、健

康保険証はすぐにもらえず同年 12 月にもらった。35 年に会社の新年会

があり、その夏は従業員として海に連れて行ってもらった。36 年も新

年会があり、同年初めごろにＣ地にあるＤ医院に行き、Ｅとのことです

ぐ手術入院し、退院後も治療に通ったので同年２月までは健康保険証を

使っており、社会保険加入期間は２か月ではない。昔のことで資料は何

も無いが、Ａ株式会社における厚生年金保険被保険者期間が１年間違っ

ているので調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、Ａ株式会社における厚生年金保険被保険

者期間の記録が１年間違っていると申し立てているところ、社会保険事務

所（当時）が保管する同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、申立人は、同社において昭和 35 年２月 25 日に厚生年金保険被保険

者資格を喪失しているにもかかわらず、同名簿には同年５月に行われた法

改正の記載があるとともに、同年８月１日に申立人の標準報酬月額の随時

改定が行われたことが確認できる。 

また、同名簿において、被保険者資格喪失日が昭和 35 年９月１日前の



                      

  

ほかの同僚に同年８月１日の標準報酬月額の随時改定が行われた記載が無

い。   

これらの記録を前提とすると、申立人は、昭和 35 年２月 25 日以後も引

き続き同社において勤務し、厚生年金保険被保険者として同年５月から同

年７月まで在籍し給与が支給されていたと認められ、申立人が同年２月

25 日に資格喪失した旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 

 さらに、申立人は、｢昭和 36 年初めごろに、Ｃ地にあるＤ医院でＥの入

院手術をして、退院後の治療にも健康保険証を使っており、同年２月まで

は保険料を払っていた。また、当時、Ｄ医院の近くにあるＦ歯科に歯の治

療に通っていて、そこでも健康保険証を使った。｣と供述しており、Ｆ歯

科の医院長から、｢当医院は、昭和 34 年に開業し、当時は親がやっていて、

Ｄ医院は当医院の近くにあった。｣との供述があるとともに、二人の同僚

も、「申立人とは昭和 35 年２月ごろから 36 年３月ごろまで、Ａ株式会社

で一緒に同じ仕事をして勤務していた。」と供述していることから、申立

人の供述の信 憑
ぴょう

性は高く、申立人は、35 年８月１日以後も同社に在籍し、

36 年２月まで勤務していたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、昭和 36 年２月 25 日に申立人

がＡ株式会社において厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を行

ったのに対し、社会保険事務所は、当該届出書からの転記の際に、資格喪

失日の｢年｣の記載を誤ったものと推認できることから、申立人の厚生年金

保険被保険者資格喪失日に係る記録を同年２月 25 日に訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の申立人の

資格喪失日である昭和 35 年２月 25 日の前月の記録から、同年２月から同

年７月までは 6,000 円、同記録における同年８月の随時改定の記録から、

同年同月から 36 年１月までは 8,000 円とすることが妥当である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2706 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は事後訂正の結果、平

成 18 年６月から同年 10 月までの期間は 36 万円、同年 11 月から 19 年６

月までの期間は 44 万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第

75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報

酬月額は、訂正前の 17 万円とされているが、申立人は、申立期間につい

て、その主張する標準報酬月額（18 年６月及び同年７月は 36 万円、同年

８月は 44 万円、同年９月は 41 万円、同年 10 月から 19 年２月までの期

間は 36 万円、同年３月は 44 万円、同年４月は 47 万円、同年５月及び同

年６月は 36 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録

を、18 年６月及び同年７月は 36 万円、同年８月は 44 万円、同年９月は

41 万円、同年 10 月から 19 年２月までの期間は 36 万円、同年３月は 44

万円、同年４月は 47 万円、同年５月及び同年６月は 36 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額（17 万円）に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年６月１日から 19 年７月１日まで 

オンラインの記録では、株式会社Ａの被保険者期間中の標準報酬月額

が誤って記録されていた。標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録によると、株式会社Ａにおける申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、当初 17 万円と記録されたが、当該期間に係る保険料



                      

  

の徴収権が時効により消滅した後の平成 21 年９月に、18 年６月から同

年 10 月までの期間は 17 万円から 36 万円、同年 11 月から 19 年６月まで

の期間は 17 万円から 44 万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂

正後の標準報酬月額（36 万円及び 44 万円）ではなく、当初記録されて

いた標準報酬月額（17 万円）となっている。 

 一方、申立人が提出した給与明細書から、申立期間について、平成 18

年６月及び同年７月は 36 万円、同年８月は 44 万円、同年９月は 41 万円、

同年 10 月から 19 年２月までの期間は 36 万円、同年３月は 44 万円、同

年４月は 47 万円、同年５月及び同年６月は 36 万円の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

 ところで、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内とされていることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方を認定することとなるが、申立人の給与から控除されていた

厚生年金保険料に相当する標準報酬月額は、申立期間のすべての月にお

いて、報酬月額から算定される標準報酬月額を下回ることから、申立期

間の標準報酬月額については、平成 18 年６月及び同年７月は 36 万円、

同年８月は 44 万円、同年９月は 41 万円、同年 10 月から 19 年２月まで

の期間は 36 万円、同年３月は 44 万円、同年４月は 47 万円、同年５月及

び同年６月は 36 万円に訂正することが必要である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主からの回答は無いが、事業主が社員説明会において、実際に支払

う給与額より低い額で標準報酬月額を届け出ていたことを説明していた

ことが、当該説明会の記録により確認できることから、事業主は、当初、

標準報酬月額を 17 万円とする届出を行っており、その結果、社会保険事

務所（当時）は、申立期間の標準報酬月額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額

（17 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2870 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年 12 月から 38 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

       生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ： 

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年 12 月から 38 年３月まで 

    結婚してＡ地からＢ地に移った後、国民年金に加入した。国民年金の

加入手続及び申立期間当時の保険料の納付についてはすべて夫に任せて

いたが、申立期間の保険料については、夫が国民年金に加入後納付した

と思う。申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金への加入及び申立期間当時の保険料の納付はすべ

てその夫に任せていて、その夫が加入した際に一緒に加入し申立期間の

保険料も加入の際にさかのぼって納付されているはずだとしているが、

国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金の加入時期は、昭和 40 年

３月ころであり、その時点では、申立期間の保険料のほとんどが時効に

より納付できない期間となる上、申立期間の保険料を納付したとするそ

の夫は、申立期間の保険料についての記憶が定かでないとしており、納

付状況が不明である。 

また、申立人は、昭和 32 年９月から 37 年 10 月までの間、Ｃ村(現在

は、Ｄ市)のＥに勤め、厚生年金保険に加入又はＦ組合の組合員であった

ことから、申立期間のうち、当該期間は制度上、国民年金被保険者資格

を得られない期間となっている。 

さらに、申立期間の保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定

申告書等）も見当たらず、申立期間の保険料を納付したとするその夫の

保険料も同期間については未納となっている。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2871 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 10 月から 52 年 10 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

       生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 10 月から 52 年 10 月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、昭和 48 年 10 月に出産のため

会社を退社した直後、居住していたＡ市(現在は、Ｂ市)で国民年金に加

入し保険料を納付した。申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、昭和 48 年 10 月に当

時勤めていた会社を出産のため退職した直後、居住していたＡ市で国民

年金に加入し保険料を納付したとしているが、申立人の国民年金手帳記

号番号及び年金手帳の記録から、国民年金の加入時期は 52 年 11 月と推

定され、かつ、任意加入であることから、加入月から国民年金被保険者

資格が取得できることになり、加入時以前である申立期間は納付できな

い期間となっている。 

また、昭和 52 年 11 月以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡も見当たらず、申立人の申立期間における保険料の納付を裏付け

る関連資料(家計簿、確定申告書等)や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11 年８月から 12 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 11 年８月から 12 年１月まで 

申立期間の国民年金保険料については、Ａ銀行Ｂ支店にて口座振替に

より納付していたはずであり、納付方法についてそれ以外の明確な記憶

が無いが、60 歳の国民年金保険料の納付期間満了の直前の６か月を納

付しないはずはなく、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ銀行Ｂ支店にて申立期間の国民年金保険料を口座振替で納

付したとし、それ以外の納付方法に明確な記憶は無いとしているが、申

立人のＡ銀行Ｂ支店の｢流動性預金取引明細表｣によれば、口座から引き

落としされているのは平成 10 年５月＊日までであり、その後は口座に国

民年金保険料の引き落としが可能な預金残高が無いことから、口座振替

で保険料を納付するのは不可能である。 

また、申立人は、60 歳の国民年金保険料の納付期間満了直前の６か月

を納付しないはずは無いとしているが、申立人は口座振替以外の納付方

法に記憶が無いとしており、国民年金保険料の具体的な納付方法、納付

時期、納付金額等についての記憶が曖昧
あ い ま い

である。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを確認できる資料（家計簿、

確定申告書等）が無い上、ほかの国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2875 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年５月から 47 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ：  昭和 22 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年５月から 47 年８月まで 

    昭和 48 年＊月に母が亡くなり、その葬式の席で、Ａ市の従兄弟に母

が私の国民年金保険料を納めてくれていたと聞かされ、その後、平成

10 年 11 月に仕事中に事故に遭い、右足を失い、障害年金を請求する際

に母が支払ってくれていたと聞かされていた期間の保険料が未納となっ

ていることを知った。当時、生活も苦しい中、自分のために保険料を納

めてくれていたのに、その期間が未納となっていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母の葬儀の席で、Ａ市の申立人の従兄弟にその母が申立

人の国民年金保険料を納付してくれていたと聞かされたため、申立期間の

国民年金保険料は、その母が納付してくれていたはずだとしているところ、

その母は昭和 48 年＊月に亡くなっており、Ａ市の従兄弟は現在所在が不

明であるため、共に証言が得られず、申立人も保険料の納付に関与してい

ないことから、申立期間当時の国民年金への加入状況及び保険料の納付状

況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への加入

時期は、昭和 53 年５月ころであり、その時点では、申立期間の保険料は

時効により納付できない期間である上、別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡も見られない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年３月から 39 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年３月から 39 年 11 月まで 

妻が、長男の歯痛治療を受けた際、歯科医から「保険に入っていな

いと治療代が多く掛かる。」と言われたことをきっかけに、その後Ａ

市役所で私についての国民年金への加入手続を行った。その際、市役

所職員から申立期間の国民年金保険料をまとめて払うように言われた

ので、約４万 5,000 円の現金を納付書に添えてその市役所窓口で納付

した。ところが、オンライン記録には私の国民年金への加入の事実が

確認できないとされた上、申立期間の国民年金保険料が未納とされて

おり納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その妻がＡ市役所で申立人についての国民年金への加入手続

を行ったとしているが、申立人についての国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡が無く、申立人も国民年金手帳を所持したことは無いと申述し

ており、国民年金保険被保険者台帳（旧台帳）も無い上、Ａ市の払出簿に

は申立人についての記録も無いことから、申立人が国民年金に加入したと

する形跡はうかがえない。 

また、その加入したとする動機が医者の治療費を安くしようとするこ

とであったことから、申立人の妻は、国民健康保険への加入手続をした

ものの国民年金への加入手続をしなかった可能性が考えられる上、加入

手続の対象が国民年金であったのか、国民健康保険であったのか、又は

その双方であったのかについての記憶も無く、納付したとする国民年金

保険料額は、申立期間の保険料額と大きく乖離
か い り

している。 

さらに、申立人の妻は、申立期間中のその妻の国民年金保険料を自宅



 

  

まで来た集金人に払った記憶があり、納付を示す印紙検認方式に基づく

検認印がその妻の国民年金手帳に押印され、未納期間が無いことが認め

られるものの、その妻の分の納付の際、申立人の分を一緒に納付した記

憶は無いとしている。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2878 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年５月から 14 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年５月から 14 年３月まで 

     申立期間の国民年金保険料については、私がＡ市役所へ行き国民年金

の加入をした後、保険料を数回払っているので、この期間の保険料を全

く払っていないということはあり得ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ市役所で国民年金に

加入した後、同期間に保険料を数回納付した記憶があるので、同期間の保

険料を全く納付していないということはあり得ないとしているが、オンラ

イン記録にある申立人の国民年金加入勧奨履歴や氏名・生年月日変更履歴

から推定できる国民年金への加入時期は平成 15 年２月から同年７月ころ

であり、その時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間

及びさかのぼって納付する期間となるが、申立人からさかのぼって納付し

たとする申述がみられない上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡もみられないことから、申立期間の保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の申立期間における保険料の納付を裏付ける関連資料（家

計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2881 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年８月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年８月から 43 年３月まで 

    姉が経営する美容室で働いていた私は、20 歳になった昭和 39 年ころ

にその姉の助言で国民年金に加入し、少ない給料の中から国民年金保険

料を納付していた。未納の通知や督促状も届いたことはなく、すべて納

付しているはずである。申立期間が未納となっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 39 年ころに国民年金に加入したとしているが、申立人の

国民年金手帳記号番号は、申立期間後の 43 年７月ころにＡ区において、

その姉と連番で払い出されていることから、申立人の申述と異なる上、

同区において申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は

見当たらない。 

また、申立人が所持している「国民年金保険料納付状況について」と

表題のあるＢ部（当時）発行の書類では、昭和 45 年 11 月 30 日時点にお

ける昭和 44 年度までの国民年金保険料の納付状況が記載されており、申

立期間はその当時の納付記録においても既に未納となっているところ、

申立人はこの書面を受け取った当時、申立期間が未納となっていること

について異議を唱えた記憶はないとしていることから、申立人は、申立

期間の保険料が未納となっていることを、その当時において既に認識し

ていたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の保険料額、納付方法

及び納付間隔についての記憶が曖昧
あいまい

で納付状況が不明である上、申立人

が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、



 

  

確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2885 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 53 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 53 年 11 月まで  

申立期間のころは、夫がＡ社(現在は、Ｂ社)Ｃ支店に勤めていたこと

から、当該銀行で国民年金保険料の振込手続をしてくれたはずであり、

申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人は、申立人の夫がＡ社のＣ支店で国民年金保険料の振込手続をし

てくれたはずであると主張しているが、申立人の夫は既に他界しており、

申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、国民年

金への加入状況及び保険料の納付状況が不明である。  

また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後８人の任意加入者を調査し

たところ、すべての者が昭和 53 年 12 月に加入手続を行っていることから、

申立人の夫は 53 年 12 月に申立人の国民年金の加入手続を行ったと考えら

れ、それ以前に国民年金の加入手続をしたとする形跡はうかがわれない。 

さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年８月から 50 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年８月から 50 年６月まで 

    昭和 46 年夏ころ、転職した会社が厚生年金保険に加入していなかっ

たことから、Ａ市役所で国民年金への切替手続をして、国民年金保険料

もすぐに市役所の出張所で納付し始めた。Ｂ市に引っ越した時も、Ｂ市

役所で住所変更手続をして、すぐに国民年金保険料を納付し始めた。申

立期間のころは、子供も小さかったため、国民健康保険には必ず加入し

ているはずであり、国民年金のみ未加入となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、転職した昭和 46 年夏ころにＡ市役所で厚生年金保険から国

民年金への切替手続をし、引っ越した 48 年ころにＢ市役所で住所変更手

続をして、いずれもすぐに国民年金保険料を納付し始めたと主張している

が、保険料の納付金額等についての具体的な記憶が無く、保険料の納付状

況等が不明である。 

   また、Ａ市において、申立人の国民年金加入記録及び保険料納付記録は

確認できず、Ｂ市においては、国民年金被保険者資格取得日は申立期間後

の平成 15 年３月 21 日となっている上、申立人は、申立期間について、国

民年金手帳の交付を受けたか否かについての記憶が定かでなく、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2887 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年２月から 46 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年２月から 46 年 12 月まで  

申立期間の国民年金保険料は、口座振替の手続をした後に一括して納

付した記憶があるので、未納となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の払出しは、昭和 47 年２月から同年３

月ころと推定されることから、申立期間の一部期間は、時効により保険

料が納付できない期間となり、特例納付によって納付することとなるが、

Ａ区に係る第２回及び第３回特例納付者リストに申立人の納付記録は見

当たらない上（第１回特例納付者リストは作成されていない）、申立人

は、納付時期、納付方法、納付場所及び納付額について、明確な記憶が

無いことから、申立期間の保険料が納付されたと判断するには至らなか

った。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付の事実をうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2890 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年８月から 42 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年８月から 42 年１月まで 

    私は、住み込みでＡの仕事をしていた時に、事業主が国民年金の加入

手続をしてくれて、集金に来た人に国民年金保険料も納付してくれた。

今回、ねんきん特別便が来て未納とされていることが分かった。保険料

は事業主が納付しているところを見たことがある。申立期間が未納とな

っていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、住み込みで働いていた

ときの事業主が、国民年金の加入手続をしてくれて保険料も納付してくれ

たと主張しているが、その事業主は、従業員の国民年金の加入手続をした

ことは無く、保険料も納付した記憶も無いとしており、その事業主の保険

料は、申立期間は未納となっている。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（日記、

家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2891 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年１月から平成５年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年１月から平成５年３月まで 

    私は、勤務先の近くにあったＡ社会保険事務所（当時）に年金の相談

に行ったところ、申立期間が未納と言われた。国民年金保険料は、Ｂ市

の女性の方が集金に来ていたので納付した。申立期間が未納となってい

ることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料の納付について、Ｂ市の女性の方が集金に来

たので納付したと主張していたが、その女性の方に偶然に会い聞いたとこ

ろ保険料は集金していなかったと言われたことから、申立てを取り下げる

としていたものを、再び申立人自ら納付したと主張し、申述を変えて取下

げを止めるなど、保険料の具体的な納付状況が曖昧
あいまい

なものとなっている。 

   また、申立人の国民年金保険料について、申立期間以外に未納期間や免

除期間が散在している上、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示

す関連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2892 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成９年 10 月から 11 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 10 月から 11 年３月まで 

平成９年２月ころＡ市役所で国民年金の加入手続をして、その後の保

険料は３か月ごとにＢ銀行Ｃ支店や郵便局及びコンビニエンスストアで

納付した。当時の保険料額は１か月１万 3,000 円ぐらいだった。 

絶対に納付したものが未納となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を、Ｂ銀行Ｃ支店や郵便局及びコ

ンビニエンスストアで納付したと主張しているが、平成９年９月に国民年

金被保険者資格を喪失し、その後資格取得をした形跡がうかがわれないこ

とから、申立期間は未加入期間であり保険料を納付できない期間である。 

  また、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2663 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 30 年１月４日から 32 年５月１日まで 

    オンライン記録では、有限会社Ａ（現在は、Ｂ株式会社）の厚生年金

保険被保険者資格の取得日が、昭和 32 年５月１日となっているが、29

年春にＣ校（現在は、Ｄ校）に入学し、同校に通いながら同社に 30 年

１月４日に入社し、厚生年金保険料が控除されていたと思うので、申立

期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、期間の特定はできないものの、申立期間に有限会社Ａに勤務

していたことは同僚の供述からうかがえる。 

しかしながら、事業主は、「当時の資料が無く、申立人の勤務状況及び

厚生年金保険料の控除について不明である。」と供述している。 

   また、複数の元同僚は、「申立人は、申立期間当時夜学に通っていたの

で勤務時間も制限され、厚生年金保険には未加入だったかもしれない。」

と供述し、申立人の勤務期間及び厚生年金保険料の給与からの控除につい

て明確な供述を得ることができない上、同僚の一人は、「自分の記録では

試用期間は３か月あったようだ。」と供述している。 

さらに、有限会社Ａに係る事業所別被保険者名簿における申立人の被保

険者記録に訂正や不審な点は無く、オンライン記録と一致している。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2666 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年１月１日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 47 年５月１日から同年６月 12 日まで 

    株式会社Ａには昭和 43 年３月４日から 47 年４月 30 日まで、そして、

Ｂ社には同年５月１日から 49 年６月 30 日まで、それぞれ継続して勤務

し、給与から厚生年金保険料を控除されていたのに、申立期間の被保険

者記録が欠落しているので、調査の上、被保険者期間として認めてほし

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、株式会社Ａに継続して勤務していた

と申し立てているが、申立人に係る同Ａの雇用保険の離職日は昭和 46

年 12 月 31 日であり、Ｃ基金が保管する申立人の基金加入記録の脱退日

は 47 年１月１日となっていることから、社会保険事務所（当時）が保

管する株式会社Ａの健康保険厚生年金保険被保険者名簿の資格喪失日と

合致することが確認できる。 

    また、事業主は、「勤務していたことは間違いないが、当時の人事記

録などの関係書類が保管されておらず、勤務期間の特定ができない。」

と回答しており、Ｄ組合でも、「資料の保存期限が経過しているため、

確認ができない。」と回答している。 

さらに、複数の同僚は、申立人が株式会社Ａに勤務していたと供述し

ているものの、期間については、「不明である。」と供述していること

から、申立人の申立期間①における勤務を確認することはできない。そ

して、同僚調査で回答のあった４人の同僚が記憶している自身の入社日

及び退社日と厚生年金保険との関係を照合したところ、全員の退社日と



  

資格喪失日が合致していることが確認できる。 

加えて、申立人が、申立期間①について、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無

い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

     

２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社に継続して勤務していたと申し

立てているが、申立人に係るＢ社の雇用保険の取得日は昭和 47 年６月

12 日であり、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の資格取

得日と同日であることが確認できる。 

  また、元事業主は、「人事記録などの関係書類は事業所解散時に処分

し、さらに、当時の経理部長も既に死亡しているため、申立てどおりの

厚生年金保険の届出を行ったかどうかは不明であり、私自身、詳細につ

いては覚えていない。」と供述し、申立人の勤務期間及び厚生年金保険

料の控除について確認がとれないとしている。 

さらに、複数の同僚は、申立人がＢ社に勤務していたと供述している

ものの、期間については、「不明である。」と供述していることから、

申立人の申立期間②における勤務を確認することはできない。そして、

同僚調査で回答のあった４人のうち、二人の同僚が記憶している自身の

入社日及び退社日と厚生年金保険との関係を照合したところ、入社日と

資格取得日が合致していることが確認できる。なお、二人は、入退社日

とも記憶が無いとしている。 

加えて、申立人が、申立期間②について、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無

い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

 

 ３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2667 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 28 年 11 月１日から 30 年５月１日まで 

             ② 昭和 31 年９月１日から 34 年１月５日まで 

申立期間について、Ａ株式会社に父（元事業主）、兄と一緒に勤務し

ていたが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。父や兄の記録はし

っかりとつながっているにも関わらず、一緒に働いていた私の加入記録

が確認できないことは納得がいかない。申立期間について、厚生年金保

険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の兄及び弟の供述により、申立人が、

Ａ株式会社で勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

により、申立人が昭和 28 年 11 月１日に資格を喪失し、30 年５月１日

に新たな記号番号で資格を再取得していることが確認でき、その記載に

訂正や不自然な点は見当たらない。 

また、所在の確認できた唯一の同僚に照会したが、回答が無いことか

ら、申立人が厚生年金保険に加入していたことをうかがわせる資料及び

供述を得ることはできなかった。 

さらに、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）においても、申立人の

記録はオンライン記録と同一であることが確認できる。 

 

２ 申立期間②については、申立人の兄及び弟の供述により、申立人が、

Ａ株式会社で勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿



  

により、申立人が昭和 31 年９月１日に資格を喪失し、34 年１月５日に

直前の喪失した時点の記号番号ではなく、当初の記号番号で資格を再取

得していることが確認でき、その記載に訂正や不自然な点は見当たらな

い。 

また、所在の確認できた同僚９人に照会したが、申立人が厚生年金保

険に加入していたことをうかがわせる資料及び供述を得ることはできな

かった。 

さらに、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）も確認したが、申立人

の記録はオンライン記録と同一であることが確認できる。 

加えて、申立人の母も昭和 28 年９月１日に資格を取得しており、申

立人と同様に 31 年９月１日に資格を喪失し、34 年１月５日に資格を再

取得していることが確認できる上、申立人の弟も 34 年１月５日付けで、

初めて資格を取得していることが確認できる。 

 

３ また、申立期間について、当時の事業主は既に故人であり、Ａ株式会

社にも申立人に係る人事記録、賃金台帳等は無く、雇用保険の記録も確

認できず、ほかに申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 2668 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年 11 月 21 日から 33 年４月１日まで 

                  ② 昭和 33 年５月６日から 38 年８月１日まで 

社会保険事務所（当時）からの回答では、Ａ有限会社を退職した後

の昭和 39 年６月 17 日にＢ株式会社、Ｃ株式会社及びＡ有限会社の厚

生年金保険被保険者期間に係る脱退手当金が支給されたことになって

いるが、自分が脱退手当金の請求をしたのは、最初に勤務していたＢ

株式会社を退職したときであり、それ以外に脱退手当金を請求したこ

とは無い。調査と記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ株式会社を退職する際、会社から説明を受けて脱退手当金

を請求したと供述している。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人に係る脱退手当金の支

給日は、Ｂ株式会社より後に勤務したＡ有限会社を退職した後の昭和 39

年６月 17 日であり、同日より前に脱退手当金の支給記録は無いほか、Ｂ

株式会社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には脱退手当金の

支給を意味する「脱」の表示が記されていないなど、脱退手当金を受給し

ていたことをうかがわせる事情は無く、申立人の主張は不自然である。 

また、Ａ有限会社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金

の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立人の厚生年

金保険被保険者台帳には昭和 39 年３月に脱退手当金の算定のために必要

となる標準報酬月額等を社会保険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定庁

へ回答したことが記録されているほか、Ｂ株式会社における被保険者期間

と申立期間に係るＣ株式会社及びＡ有限会社における被保険者期間を合算



  

して支給されたこととなっている脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無

いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても申立期間を含む脱退手当金を受給した

ことを疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2669 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 38 年４月１日から 42 年３月１日まで 

              ② 昭和 42 年５月１日から 45 年２月 15 日まで 

                          ③ 昭和 45 年２月 16 日から 45 年 10 月１日まで  

   私は、申立期間①にＡ区にあったＢ株式会社でＣ係、申立期間②はＤ

市にあったを製造していた株式会社Ｆで事務員、申立期間③はＧ市のＨ

株式会社の工場でＩの仕事をしていた。   

ねんきん特別便が来て、３社に勤務した期間の厚生年金保険を一時

金で受給したことになっていたが、説明を受けたことも受け取った記

憶も全く無いので納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までの脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、厚

生年金保険被保険者の資格を喪失してから約７年間国民年金に加入してい

ない申立人が申立期間①から③までの脱退手当金を受給することに不自然

さは見当たらない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立

期間である３回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわら

ず、申立期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受

給したために番号が異なっているものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人から聴取しても請求し受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2670 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年５月１日から 32 年７月１日まで 

           （Ａ株式会社） 

② 昭和 36 年５月１日から 38 年３月 21 日まで 

               （Ｂ株式会社） 

申立期間の厚生年金保険被保険者期間について脱退手当金を受け取

ったことになっているが、脱退手当金を請求したことも受け取ったこ

とも無い。申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間②に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退

手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間

の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 38 年７月 27 日に支給決定さ

れているほか、申立期間①に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）に

は同年５月 27 日に脱退手当金の裁定庁算定のために必要となる標準報酬

月額等を社会保険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したこと

が記録されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても請求・受給した記憶が無いというほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案2671 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ： 

生 年 月 日  ： 昭和18年生 

住    所  ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和38年８月１日から43年８月１日まで 

同僚から「社会保険事務所（当時）に紙切れ１枚持っていくと、お金

がもらえるらしいよ。」と聞いた記憶はあるが、社会保険事務所の場所

も知らなかったし、手続のための書類を書いた記憶も無い。私は脱退手

当金を絶対に受け取っていない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を

意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱退手当

金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約２か月後の昭和43年10月18日に支給決定されているなど

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても請求・受給した記憶が無いというほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案2672 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ： 

生 年 月 日  ： 昭和７年生 

住 所  ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間  :  昭和39年９月28日から42年９月６日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、Ａ株式会社で脱退手当金を受け取っ

たことになっているが、私が受け取ったのはＢ株式会社退職時である。

受け取った金額は２万2,000円であり、それで指輪を買ったのではっき

り頭に残っている。間違いない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金は、申立人のＡ株式会社における厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約１か月後の昭和42年10月12日に支給決定されており、

支給額に計算上の誤りは無い上、当該支給額は申立人が受領したという金

額（２万2,000円）と一致しており、一連の事務処理に不自然さは見られ

ない。 

また、申立人は、Ｂ株式会社退職時に当該手当金を受け取ったとしてい

るが、厚生年金保険法に基づき脱退手当金の受給権が発生するのは24か月

以上の被保険者期間が必要であるところ、申立人のＢ株式会社における健

康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険被保険者期

間は14か月であることから、申立人は、脱退手当金を請求するための被保

険者期間を満たしておらず、当該期間のみで脱退手当金を受給することは

できない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2675 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年７月１日から同年 11 月４日まで 

             ② 昭和 41 年 10 月 15 日から同年 11 月１日まで 

          ③ 昭和 44 年 10 月 20 日から 45 年５月１日まで 

         ④ 昭和 45 年８月 31 日から同年 12 月 24 日まで 

申立期間①については、昭和 37 年 10 月にＡ株式会社に入社し、39

年 11 月まで勤めていたが、被保険者記録回答票によれば、厚生年金保

険被保険者であった期間が 37 年 10 月から 39 年６月までであり、同年

７月から同年 10 月までの期間が空白となっていた。 

申立期間②については、昭和 41 年 10 月にＢ社に入社し、42 年 11 月

まで勤めていたが、被保険者記録回答票によれば、厚生年金保険被保険

者であった期間が 41 年 11 月から 42 年 10 月までで、41 年 10 月の１か

月間が空白となっていた。 

    申立期間③については、昭和 44 年 10 月にＣ株式会社に入社し、45

年５月まで勤めていたが、被保険者記録回答票によれば、44 年 10 月か

ら 45 年４月までの期間が空白となっていた。社会保険事務所（当時）

から該当事業所が無いという回答があったが、それはおかしい。     

申立期間④については、昭和 45 年５月にＤ株式会社に入社し、同年

12 月まで勤めていたが、被保険者記録回答票によれば、厚生年金保険

被保険者であった期間が同年５月から同年７月までで、同年８月から同

年 11 月までの期間が空白となっていた。 

すべての申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、同僚一人の供述により、退社日は特定できない

ものの、申立人が当該期間においてＡ株式会社に勤務していたことがう



  

かがえる。 

しかしながら、当時の事業主は既に死亡しており、また、現在の事業

主は当時の資料が無く不明と回答しているため、申立人の勤務状況や厚

生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

 また、申立期間①当時に勤務していた複数の同僚に、申立人の勤務状

況及び厚生年金保険料の控除について確認をしたが、具体的に記憶して

いる者はいなかった。 

さらに、申立人は、当該期間について、事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていた具体的な記憶が無い上、厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録により、申立人が当該

期間において、Ｂ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、当時の事業主は既に死亡しており、また、現在の事業

主は当時の資料が無く不明と回答しているため、申立人の勤務状況や厚

生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

 また、申立期間②当時に勤務していた複数の同僚に、申立人の勤務実

態や厚生年金保険料の控除について確認をしたが、具体的に記憶してい

る者はいなかった。 

さらに、申立人と同様に複数の同僚も雇用保険被保険者資格の取得日

から１か月又は２か月後に厚生年金保険被保険者資格を取得しているこ

とがオンライン記録から確認でき、また、そのうちの一人は、当該期間

に給料から厚生年金保険料を控除されていなかったと供述している。 

加えて、申立人は、当該期間について、事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていた具体的な記憶が無い上、厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

３ 申立期間③について、申立人は、昭和 44 年 10 月 20 日から 45 年５月

１日までＣ株式会社に継続して勤務していたとしているが、同事業所は

適用事業所名簿により、当該期間において厚生年金保険の適用事業所で

はないことが確認でき、所在地を管轄する法務局に商業登記簿謄本の保

管も無い。 

また、当該期間における雇用保険の被保険者記録も無い上、同事業所

はＥ商工会議所への会員登録をしておらず、また、申立人は、同事業所

がＦ地にあったと供述しているところ、日本電信電話公社（ＮＴＴ）が

発行している昭和 45 年のＧ地電話帳にＨ区に所在するＣ株式会社の記

載が無いことから、事業主の居所について確認ができず、申立人の当時

の勤務状況や厚生年金保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、当時の同僚の氏名を記憶しておらず、申立期間③

当時に勤務していた同僚に確認がとれないため、申立人の同事業所にお



  

ける勤務状況や厚生年金保険料の控除の実態について確認することがで

きない。 

加えて、申立人は、当該期間について、事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていた具体的な記憶が無い上、厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

４ 申立期間④について、雇用保険の被保険者記録における離職日が昭和

45 年 10 月 30 日となっていることから、申立人が申立期間④のうち同

日までＤ株式会社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、昭和 45 年 10 月 30 日以降の雇用保険の被保険者記録

が確認できない上、当該事業所は適用事業所名簿により、同年 11 月１

日以降、厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立人と同様に雇用保険被保険者資格の喪失日が昭和 45 年 10

月 30 日となっている同僚が複数おり、そのうちの一人は、同年８月分

の給料が払われず、事業主とも連絡がとれなくなったため自然と同事業

所を辞めたので、同年８月以降厚生年金保険料は控除されていなかった

と供述している。 

さらに、事業主は当時の資料が無く不明と回答しているため、申立人

の勤務状況や厚生年金保険の加入状況等について確認することができな

い。 

加えて、申立人は、当該期間について、事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていた具体的な記憶が無い上、厚生年金保険料を控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

５ 上記のほかに、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

６ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。  



  

埼玉厚生年金 事案 2676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和９年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： 昭和 27 年３月８日から 29 年２月 20 日まで 

  中学校を卒業後の秋（昭和 24 年 10 月ごろ）から親類が経営するＡ

有限会社に勤務した。厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、

申立期間が抜けている。その期間に退職や長期の休職をした覚えは無

く、元の事業主に問い合わせても分からないとの返事だった。早急に

被保険者記録の回復を行ってほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、同僚調査の結果、複数の同僚の供述から、申立期間にお

いてＡ有限会社に継続して勤務をしていたことが推認できる。 

   しかしながら、Ａ有限会社は既に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、当時の人事記録及び給与関係書類の確認ができない上、

元事業主は療養中のため、申立人の申立期間における給与からの厚生

年金保険料の控除の事実を確認することができない。 

   また、社会保険事務所（当時）の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿では、申立人が当該事業所において昭和 26 年８月１日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得し、翌 27 年３月８日に喪失後（健康保険証返

却の記録もある）、29 年２月 20 日に再度資格を取得しており、訂正や

不自然な点は無く、手続上適正に処理されていることが確認できる。 

   さらに、同僚の一人も、申立人やほかの同僚の供述により継続して

勤務をしていたと推認できるところ、昭和 26 年８月１日に厚生年金保

険の資格取得１か月後に喪失処理され、31 年 12 月１日に再度資格を取



  

得したとする申立人と同様の記録があることから、当該事業所が何ら

かの意図を持って被保険者資格の喪失及び取得に関する届出を行って

いたことがうかがえる。 

   なお、申立人も当時の給与明細書等の資料を保持しておらず、申立

人の申立期間における給与からの厚生年金保険料の控除は不明である。 

   このほか、申立人に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2678 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年１月１日から同年７月１日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入期間について照

会したところ、昭和 43 年１月１日から同年７月１日までの期間が厚生

年金保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらった。42 年５月１

日から 44 年２月 25 日までは、株式会社ＡでＢの仕事をしており、同じ

仕事をしていた同僚３人には被保険者記録があるのに、私一人が抜けて

いるのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、株式会社Ａに昭和 42 年５月１日に入社し、44 年２月 25 日

に退職するまで継続して勤務し、その間、厚生年金保険に加入していた

と申し立てている。 

しかし、株式会社Ａは、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、また、当時の事業主は既に亡くなっていることから、申立人の

勤務実態や厚生年金保険の加入状況等を確認することができない。 

また、雇用保険の被保険者記録においても、申立人の当該事業所にお

ける加入記録は存在しない。 

さらに、申立人の記憶している同僚３人のうち生存している二人は、

申立人は勤務していたとしているが、申立期間における勤務状況等につ

いては具体的な供述は得られなかった。 

加えて、株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿から、当時、同社で

勤務していた複数の被保険者に対して申立人の勤務状況等を照会したと

ころ、申立人の記憶があるとした同僚はいたものの、申立期間に係る勤

務についてはいずれも不明としている。 



  

その上、上記名簿から申立人が昭和 43 年１月１日に資格を喪失し同年

７月１日に再取得していることが確認できるとともに、健康保険の整理

番号は、申立人でない被保険者に係る整理番号の二重払出しの取消しの

記録があるものの、それ以外に欠番は無く、事業所別被保険者名簿の記

載に不自然さはみられない。 

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

                                                                                        



  

埼玉厚生年金 事案 2685 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年２月 20 日から同年７月 16 日まで 

申立期間は、Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に勤務し厚生年金保

険に加入していたが、当該期間の加入記録が欠けているのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 28 年５月１日に、Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）

で雇用保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

しかしながら、Ｂ株式会社の人事関係業務を行っているとしている株式

会社Ｃは、Ｂ株式会社及び同社から申立人が従事していた業務を営業譲受

した株式会社Ｄには申立期間当時の厚生年金保険適用関係資料は保存され

ておらず、申立人の厚生年金保険適用及び保険料控除については不明とし

ている上、同僚からも事業主による申立人の保険料控除について具体的な

供述は得られなかった。 

なお、株式会社Ｃ提出の労働者名簿の学歴欄には、申立人が申立期間の

途中である昭和 28 年３月にＥ所（Ｆ科）を卒業した旨が記載されている

上、同所の同級生である同僚の被保険者記録を確認したところ、申立人と

同期間の欠落が認められる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及びＡ株式会社に係る事業

所別被保険者名簿によると、申立人は、同社において昭和 28 年２月 20 日

に被保険者資格を喪失し、同年７月 16 日に再度被保険者資格を取得して

おり、同記録はオンライン記録と一致する。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると､

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2687（事案 717 と事案 1497 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ： 

生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 34 年４月１日から 36 年７月 31 日まで 

保険料控除を確認できる給与明細等は無いが、申立期間はＡ株式会社

に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

今回、申立期間をＡ株式会社に働き始めた時点からに変更し、新たに

同僚の供述（覚書）を提出するので再検討してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、前回申立てのあった昭和 34 年７月１日から 36 年７月

31 日までの期間については、同僚の供述等から、申立人が申立期間当時

Ａ株式会社に勤務していたことはうかがえるものの、同社において当時の

資料が既に処分されており、申立内容に係る事実を確認できる関連資料等

が見当たらないなどのことから、当委員会の決定に基づく平成 21 年３月

９日付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われており、また、

同僚に対し、自身が記憶する入社日について聞いたところ、入社日と厚生

年金保険の被保険者資格取得日は一致しておらず、入社から２年以上経過

した後に被保険者資格を取得していることが確認できることなどから、同

年９月３日付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

申立人は、新たに保険料控除を示す資料として、申立期間当時の同僚の

覚書の提出及び同僚への確認を主張したが、当該同僚の供述等により申立

人が勤務していたことはうかがえるものの、新たな申立期間（昭和 34 年

４月１日から同年７月１日まで）を含めて、申立人が厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと判断することはできなかった。 

また、新たに別の同僚にも申立人の厚生年金保険料控除等について照会



  

したが、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と判断できる具体的な供述は得られなかった。 

さらに、申立期間当時、Ａ株式会社の事務所はＢ株式会社の敷地内にあ

ったとしていることから、Ｂ株式会社に係る事業所別被保険者名簿を確認

したが、申立期間に申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

前回の申立期間については、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないこと、及び新たな申立期間についても、上記

のとおり、申立人の事業主による保険料控除を確認できるような事情は見

当たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2688 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42 年１月から 44 年４月まで 

  申立期間は、Ａ有限会社(現在は、Ｂ株式会社)に勤務していたが、

厚生年金保険の被保険者記録が無いので、申立期間を被保険者として

認めてほしい。         

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ株式会社の申立期間当時の事業主及び同僚の供述により、期間の特

定はできないものの、申立人が同社の業務に従事していたことはうかが

える。 

しかしながら、Ａ株式会社では、申立期間当時の厚生年金保険適用関

係資料は保存されておらず、申立人の厚生年金保険適用等については不

明としている。 

また、申立期間当時の事業主は、申立人を外注扱いの臨時雇いで採用

し社会保険には加入させていなかったと回答している上、複数の同僚か

らも申立人は、同様な採用であったこと、及び非正規社員が多数いたと

の供述を得ており、申立人自身も忙しいから手伝ってくれと言われて働

いたとし、正社員ではなかったかもしれないと供述している。 

さらに、Ａ株式会社が雇用保険適用事業所になったのは、昭和 40 年３

月 26 日からであるが、申立人の同社での雇用保険被保険者記録は無い。 

加えて、Ａ有限会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の申立

期間に申立人の氏名は見当たらず、健康保険証番号に欠番も無い。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について



  

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2691（事案 425 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年５月 20 日から同年７月 27 日まで 

    昭和 36 年４月から同年７月まで、株式会社Ａに勤務したが、同年５

月 20 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している。同年７月まで

継続して勤務し、同年５月に退職した覚えは無いので、被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

私の記憶に何度思い起こしても間違いは無く、業務命令で自動車の

運転免許を取得したこと及び株式会社Ａ内で店員だけに通用する暗号

を使用していたことを覚えているので、再度、調査及び審議をお願い

する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち前回申立てのあった昭和 36 年５月 20 日から同年７月

20 日までの期間については、申立期間当時の勤務実態及び厚生年金保険

料控除を確認できる資料が無く、同僚から申立内容の事実を確認できる

供述を得ることができないなどのことから、既に当委員会の決定に基づ

く平成 20 年 12 月 16 日付けで年金記録の訂正は必要無いとする通知が行

われている。 

新たな申立期間（昭和 36 年７月 21 日から同年同月 27 日まで）を含め

て、今回の申立期間について、株式会社Ａの元事業主に再度照会したと

ころ、元事業主は、同店内で店員だけに通用する暗号があったとしてお

り、店員が自らの希望により自動車の運転免許を取得したこともあった

かもしれないとしているものの、同社は既に解散しており、申立人の申

立期間に係る勤務実態及び保険料控除について関連資料及び供述を得る

ことはできなかった。 



  

また、今回新たに照会した同僚から、具体的な勤務期間及び保険料控

除についての供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

前回の申立期間については、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないこと、及び新たな申立期間についても、上記

のとおり、申立人の事業主による保険料控除を確認できるような事情は見

当たらないことなどから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2693（事案 896 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 39 年４月 13 日から 43 年４月１日まで 

    株式会社Ａに昭和 39 年４月に運転手として入社したが、社会保険庁

（当時）の厚生年金保険の加入記録が入社から約４年後となっているの

で、年金記録第三者委員会に対して記録訂正の申立てをしたところ、前

回は認められなかった。 

    その後、新たな資料は何も無いが、入社直後から運転手とＢの仕事を

兼務したので、その年のお盆から給与が上がり、それまで給与から控除

されていた厚生年金保険料を含めた社会保険料は 1,000 円であったが、

その時に 200 円増えて 1,200 円になったことを思い出したので、申立期

間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、同僚の供述等から、申立人が申立期

間に株式会社Ａに勤務していたことは推認できるものの、当該事業所は昭

和 63 年 12 月に解散し、当時の事業主も亡くなっており、事業主により給

与から厚生年金保険料を控除されていた事実を確認できる関連資料等は無

い上、当該事業所に係る事業所別被保険者名簿において、申立人の資格取

得日は昭和 43 年４月１日であることが確認できること、また、申立人の

当該事業所における雇用保険の加入記録は、45 年２月１日の資格取得と

なっており、申立期間の 22 か月後であることが確認できることなどから、

既に当委員会の決定に基づく平成 21 年４月 28 日付けで年金記録の訂正は

必要ではないとする通知が行われている。 

   申立人は、申立てに係る新たな資料は何も無いが、昭和 39 年４月に運

転手として同社に入社したが、入社後にＣの仕事も兼務したので、その年



  

のお盆から給与が上がり、厚生年金保険料を含めた社会保険料控除額が

1,000 円から 1,200 円になった記憶があると主張している。 

しかし、当時の同僚の供述から、申立人は、運転業務が無いときには

Ｂの仕事をしていたことは推認できるものの、厚生年金保険料が事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる新たな関連資料等は無

い。 

   また、当時の現場責任者であった同僚は、事業主は非常に頑固一点張り

な人で、人の意見を聴くような人ではなく、申立人は、当時出入りが激し

かった運転手だったため、いつ会社を辞めるかもしれないので、厚生年金

保険にはしばらく入れてもらえなかったかもしれないと供述しているとこ

ろ、同社に申立人と同じ運転手として申立人の後から入社したとする同僚

は、社会保険庁の厚生年金保険の加入記録では確認ができない。 

さらに、事業主の長女は、申立人は、昭和 39 年に自分が入社したとき

には､既に同社に勤務していたとしているが、社会保険庁の記録では、実

際に厚生年金保険の被保険者資格を取得したのが、申立人が入社したと

している時期から約 12 年後の 51 年８月１日であることが確認できる｡ 

   このほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらな

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2696 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ： 

    生 年  月 日    ： 昭和 29 年生 

    住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間   ： 昭和 49 年６月１日から 50 年５月１日まで                                       

    厚生年金保険の被保険者期間を照会したところ、Ａ院の被保険者期間

が１か月のみであった。以前から事務と看護助手として勤務していたの

で、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間に勤務したとするＡ院の事業主（元院長）へ照会した

ところ、「申立期間については、臨時雇用（無資格）であり、当院は昭和

の年代に廃院したため当時の書類はすべて廃棄、焼却し、申立てどおりの

届出を行ったかは不明。また、保険料も納付したかは不明。」と回答して

いる。 

また、当時の同僚４人に照会したところ、３人は、「事務職として勤

務していたことは分かるが、勤務期間、雇用形態は不明。」また、ほか

の一人も「事務職として勤務していたことは分かるが、勤務期間は不

明。」と回答している。 

   さらに、申立期間については、雇用保険の被保険者記録も無い。 

   加えて、申立期間当時、当該事業所には９人在籍していたところ、申立

人及び事業主夫妻を除く６人のうち４人については、被保険者資格を取得

した時点でＢ資格を有し、残る二人については正職員であったことが申立

人及び同僚の供述により確認できることから、前述の事業主の回答と合わ

せて判断すると、当該事業所では、正職員ではない者及び無資格者につい

ては厚生年金保険に加入させていなかったものと考えられる。 

なお、申立人期間に係る給与明細書等の資料が無いことから、申立人

が給与から厚生年金保険料を控除されていたことを確認することができ



  

ない。 

このほか、申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。    



  

埼玉厚生年金 事案 2697 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年８月１日から７年２月 28 日まで 

    社会保険庁（当時）の記録によると、株式会社Ａに代表取締役として

勤務した期間のうち、平成５年８月から７年１月までの期間の標準報

酬月額の記録が相違しているので、当該記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人が勤務していた株式会社Ａは、平成７

年２月 28 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっているところ、同

日以降の同年３月６日に申立人の５年８月から７年１月までの期間に係る

標準報酬月額が 41 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていること

が確認できる。 

   しかしながら、申立人は、申立期間当時、株式会社Ａの代表取締役であ

ったが、申立期間に係る標準報酬月額が訂正されていることを知らなかっ

た上、厚生年金保険料の滞納についても不明としているが、当該事業所の

ほとんどの従業員が平成４年８月に被保険者資格を喪失し、残った申立人

の兄である取締役も６年７月に被保険者資格を喪失し、同社が厚生年金保

険の適用事業所ではなくなった当時は、申立人のみが厚生年金保険の被保

険者であったことから、申立人は、申立期間に係る標準報酬月額の減額処

理について関与していたものと判断される。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に

ついて責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関与しなが

ら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上妥当ではな

く、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。    



  

埼玉厚生年金 事案 2698 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ： 

    生 年  月 日    ： 昭和 17 年生 

    住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ： 昭和 35 年７月 21 日から 36 年５月１日まで 

    中学校卒業と同時にＡ株式会社に就職し、１年遅れでＢ立高校定時制

に進学した。２年ほどして通学に便利な有限会社Ｃに転職した。同社で

は台所用品を製造するＤ部に配属され、責任者のＥさんの指示の元、先

輩のＦさんＧさんと一緒に仕事をした。同社入社当初の期間が厚生年金

保険に未加入となっているので、調査して被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、有限会社Ｃは既に事業を廃止し、当時の事業主の所

在も明らかでないことから、申立人の申立期間当時の勤務実態及び厚生年

金保険の適用状況について確認することができない。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に当該事

業所の被保険者であったことが確認できた者のうち、所在の確認ができ

た同僚６人に照会し５人から回答が得られ、二人が申立人の名前を記憶

していることから、期間の特定はできないものの申立人が当該事業所に

勤務していたことはうかがわれるが、前述二人の同僚から厚生年金保険

料の控除等についての供述を得ることができなかった。 

さらに、前述５人のうち申立人が当時専務取締役だったと記憶してい

る者は、「申立人は、１年間は見習いで、その間は社会保険に入れてい

なかった。」と供述しており、同僚の一人も「中途入社で、１年以上し

てから社会保険に入れてもらえた。」と供述しているが、入社当初から

の社会保険加入を記憶している者もいることから、同社では中途入社に

対する社会保険に関する扱いが各人ごとに異なっていたと推察される。 



  

加えて、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



  

埼玉厚生年金 事案 2699 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 14 年４月１日から同年 10 月 31 日まで 

社会保険事務所（当時）からの連絡により、株式会社ＡでＢとして勤

務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が 11

万 8,000 円となっているが、この期間の給与月額は 30 万円くらいであ

ったので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の

標準報酬月額は、平成 14 年４月から同年９月まで 11 万 8,000 円と記録さ

れているものの、事業主は、申立期間に係る申立人の給与額（報酬月額）

は月額 30 万円くらいを支給していたと供述していることから、当該給与

額であったと考えられるが、申立人に係るＣ市の平成 15 年度（平成 14 年

分）課税証明書に記載された社会保険料控除額（健康保険、厚生年金保険、

介護保険及び雇用保険）は 13 万 7,146 円であり、この控除額は報酬月額

を 11 万 8,000 円として算出した額（25 万 1,466 円）より低額であること

から、申立人が主張する 30 万円の給与額に基づく保険料額ではないこと

が推認できる。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事情及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標

準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2703 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月１日から 43 年５月１日まで 

    社会保険庁（当時）の記録では、昭和 38 年５月１日から 40 年４月１

日までが株式会社Ａでの被保険者期間となっているが、Ｂ地の本店で２

年くらい勤務し、その後Ｃ店や、Ｄビルオープン時に開店したＥ店でも

勤務したので、実際は５年間くらい勤めていたはずである。事実と相違

しているので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、株式会社Ａで勤務していたのは昭和 38 年５月から５年間く

らいであり、その間ずっと寮に入っていたと主張している。 

しかしながら、事業所の事業所別被保険者名簿で確認できる同僚に申立

人の勤務状況について照会したところ、昭和 39 年３月 11 日に資格を取得

し 41 年７月 31 日に同社を退職した同僚から、「申立人は、私が入社した

ときにはＢ地の本店に勤務しており、寮でも一緒だったが、Ｆ地の親類の

Ｇ店を手伝うため退職したのを覚えているので、私より先に退職した。」

との供述があり、資格取得日が申立人と同じ 38 年５月１日であり、41 年

10 月 31 日に退職した同僚からも、「申立人と同時期に入社し寮に一緒に

入ったが、申立人が商売をしているＦ地の親戚のところに行くので退職し

たのを覚えている。」との供述があった。 

また、申立期間である昭和 40 年９月に入社し、入社と同時に寮に入っ

た二人の同僚は、「申立人を知らないし、寮にもいなかった。」と供述し

ている。このことから、少なくとも 40 年９月には、既に申立人が同社を

退職していたものと推認できる。 

さらに、申立人は、「昭和 43 年４月ころに株式会社Ａを退職し、その



  

後、Ｆ地でＧ店を営む叔母の家に転居しＧ店の仕事をした。」と供述して

いるところ、戸籍の附票から 40 年４月 25 日にＨ地に住所を定めているこ

とが確認できる。 

加えて、申立人は、「叔母のＧ店で仕事をするようになったときから国

民年金に加入し保険料を納付していた。」と供述しているところ、オンラ

イン記録により、昭和 40 年４月から国民年金保険料を納付していること

が確認できる。 

   その上、元事業主は、「社会保険には全員加入させていた。会社が整理

倒産の時に、資料等を廃棄したため、申立人の勤務状況及び保険料控除に

ついて確認することができないが、申立人が勤務していたのは２、３年間

であったと思う。」と供述しており、申立期間に係る厚生年金保険料を、

事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細等の資料

も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2704 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 平成４年 10 月１日から８年４月１日まで 

Ａ株式会社では、平成２年 10 月４日から 10 年５月 31 日まで厚生年

金保険被保険者となっていたが、申立期間については、その前後の期間

は 53 万円又は 59 万円である標準報酬月額の記録が、22 万円から 30 万

円までの範囲の額になっている。当時は営業職としての歩合給があり、

給与は高額で多額の厚生年金保険料を控除されていたので、正しい標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社ＢのＣ支店の発行した申立人の給与振込口座の出入金記録によ

ると、申立期間 42 か月のうち 40 か月についてＡ株式会社から給与振込が

行われており、そのうち振込額が 60 万円を超えている 35 か月については、

申立人に支払われていた給与が申立期間当時の最高等級である 53 万円又

は 59 万円の標準報酬月額に相当していた可能性がうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人のほかにも、申立期間

における標準報酬月額が直前の月より７等級以上低下している３人の同僚

が確認され、事情照会のできた一人から「説明を受けた記憶は無いが、前

後の期間の標準報酬月額は営業職としての歩合給を含む総支給額で届け出

られていたが、申立期間だけは、固定給のみに基づいて届け出られたと理

解している。」との供述が得られた。 

また、当該同僚の保管する給与振込口座の預金通帳には、申立期間に当

該事業主からの給与振込が確認できる 36 か月のうち 27 か月について、50

万円を超える振込が記録され、20 万円から 26 万円までの範囲で記録され



  

ている標準報酬月額と給与支給額との差異が認められる上、同じ同僚の保

管する平成７年７月の給与支給明細書には、厚生年金保険料１万 6,500 円、

総支給額 125 万 1,655 円と記載されていることから、同月については当該

同僚が、６年 10 月から７年９月まで 20 万円と記録されている標準報酬月

額に見合った厚生年金保険料を給与から控除されていたことが確認できる。 

さらに、当該事業所は破産宣告を受けており、申立期間当時の事業主か

らは「当時の記録は無く、社会保険事務は事務員に任せていたので、詳細

を知らない。」と供述があったことから、当該事務員に確認したところ、

「申立期間当時、厚生年金保険料の滞納を解決するため、申立人を含む数

人の標準報酬額を低く届け出ていたが、保険料は届け出た標準報酬月額に

見合う金額で給与控除していた。」との供述があった。  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立期間について、申立人が厚生年金保険被保険者としてその

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2705 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 52 年９月 22 日から 56 年８月 26 日まで 

    社会保険庁（当時）の厚生年金保険の被保険者記録では、当時デパー

トのＡ店にＢ株式会社から派遣され、Ｃ売場で勤務していたときの被保

険者記録が無いので、調査して厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、Ｂ株式会社から派遣され、Ａ店の売場に継続して勤務してい

たことは、当該売場において当時勤務していたＡ店従業者及び同業他社の

従業者の供述により認められる上、雇用保険の被保険者記録において、資

格取得日が昭和 52 年９月 22 日、離職日が 56 年８月 25 日と記録されてい

ることが確認できる。 

しかし、昭和 52 年９月１日以降のＢ株式会社に係る事業所別健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間当時に申立人の氏名の記載

が認められない上、記録に欠番及び訂正等の痕跡は認められない。 

また、当該名簿において、氏名が記載されていた複数の同僚に照会した

結果、同僚の一人から「Ｂ株式会社は、全国各地のデパートに販売担当者

を派遣するためそれぞれの地域で採用し、売場に派遣していたので、別の

デパート等に働いている同僚の名前は分からない。また、採用されるとき

にＢ株式会社の担当者から、失業保険は控除額が少ないので強制加入だが、

厚生年金保険料は控除額が多く、給料の手取額が少なくなるので加入は任

意だと言われ、加入の手続をとった。」と供述していることから、当該事

業所において、申立人以外にも、厚生年金保険被保険者資格を取得してい

ない従業者が複数存在していることがうかがえる。 

申立人も、ほかのデパートに誰がＢ株式会社から派遣されていたか分か



  

らないとしており、Ｂ株式会社の従業者間における交流が無いため、申立

人に係る厚生年金保険料の控除について、同僚からの供述を得ることがで

きず、申立人の給与から、事業主によって厚生年金保険料の控除がされた

か否か確認することができない。 

さらに、申立人は、「申立期間当時はＤ区に居住し、歯医者に通った記

憶がある。当時は国民健康保険だったかもしれない。」と供述しているこ

とから、申立期間当時における国民健康保険加入記録について確認したが、

当該記録の保存期限が過ぎているため、Ｅ区役所に保存されていないこと

から国民健康保険被保険者であったか否かは確認ができない。 

一方、申立人が通った歯科医院は、申立人が同医院の所在地及び名称に

ついて記憶が無く、当該医院において使用した健康保険証の確認もできず、

政府管掌健康保険の被保険者であったことを確認できる関連資料及び周辺

事情も認められない。 

加えて、Ｂ株式会社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、かつ、

破産しており、申立人の同社における勤務状況及び保険料控除について、

破産管財人は申立期間当時の人事記録や給与関係書類が現存しないため、

申立人の厚生年金保険料の控除を確認することができないとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を控除されていた

ことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


